
決算特別委員会会議録 

平成２０年１０月２９日（水） 

（開 会）  １０：００ 

（散 会）  １６：５５ 

○ 委員長   

 ただいまから平成１９年度決算特別委員会を開会いたします。 

 この際、委員会の運営方法についてお諮りいたします。本日からの実質審査につきましては、

お手元に配付しております平成１９年度決算特別委員会の審査順序に記載のとおり審査してい

きたいと考えております。 

 最初に監査委員の審査意見書に対する質疑、２番目に各款ごとの質疑に入ります。お手元の

資料に示していますように、歳出は６つに、歳入は３つに区切って質疑をしていただきます。

また、質疑は通告されているものから行っていただき、その後で通告以外の質疑があればお受

けしたいと考えております。 

 続いて、一般会計に対する総括質疑を行い、討論、採決については保留して最後に行いたい

と思います。 

 ３番目に、特別会計の審査に入ります。特別会計につきましては、歳入歳出一括して質疑を

行っていただきます。なお、討論、採決につきましては、一般会計と同様に保留して最後に行

いたいと思います。 

 ４番目に、財産に関する調書、基金の運用状況に関する調書に対する質疑を行っていただき、

最後に一般会計から特別会計の順に討論、採決を行いたいと思います。 

 以上のように委員会審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

 御異議がないようですから、そのように運営させていただきます。 

 次に、審査を行います過程で、各款または各特別会計に関係のない職員で事務に支障を来す

場合には、各職場で仕事をしていただくことにして退席させたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（ 異議なし ） 

 御異議がないようですから、そのような取り扱いをさせていただきます。 

 最後に、執行部の皆さんに要望いたします。この特別委員会がスムーズかつ能率的に運営で

きますように、審査を行う款に関係する課の方はできるだけ前方の席にお着きいただき、各委

員からの質疑に対しては、その内容を確実に把握され、はっきりと的確に答弁をしていただき

ますように、特に要望をいたしておきます。また、審査対象となる方々につきましては、随時

交代して前のほうに着席していただきますようお願いいたします。 

 それでは、審査に入ります。最初に、監査委員の審査意見書に対する質疑を許します。質疑

はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

 「認定第１号 平成１９年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」を議題といたします。 

 各款ごとの質疑に入ります。まず、第１款議会費及び第２款総務費、１０３ページから１３

１ページまでの質疑を許します。なお、質疑をされる際には、事項別明細書のページ数と費目

を示して質疑をされますようにお願いをいたします。まず、質疑事項一覧表に記載されており

ます楡井委員の質疑を許します。 

○ 楡井委員   

 おはようございます。通告にありますように決算書の１０３ページ、それから提出された資

料でいえば１０ページに関連して、職員の問題についてお聞きしたいと思います。職員の減少



が市民サービスにどういうふうに関連しているかという問題についてであります。 

 そこで、まず人件費がどうなっているかということについて少し述べさせていただきますが、

平成１８年が７４億６,３６６万円でありまして、そのうちの８５％が正職員の給与ですね。そ

れから、６.５％が嘱託職員の給与、臨時職員が８.２％という構成になっています。人数は、

それぞれ９７２人、１７７人、３９５人という内訳であります。それが平成１９年になります

と５億６,０５１万円減少して６９億３１５万円の人件費になっています。これは前年と同じく

正職員の比率、それから嘱託職員の給与の比率、さらには臨時職員の比率、これはもうほとん

ど比率としては変わりません。人数は、正職員が９１４人、嘱託職員が１７７人、これは同じ

です。さらに臨時職員は３５３人と、約４０人減っています。 

 そういう状況の中で質問ですけれども、平成１９年、職員の新規採用数、これはどうなって

おるかという点が、まず第１点です。よろしくお願いします。 

○ 人事課長   

 おはようございます。ただいま御質問の平成１９年度の採用試験で採用した職員数でござい

ますが１４名ということでございまして、内訳といたしましては事務職が１２名、それから土

木技術職が２名ということになっております。 

○ 楡井委員   

 １４名の新採用ということでありますから、人数が減っていってる関係から見ると平成１８

年に比べて５８人減っていることになりますし、さらに１４人の採用ということでは、実質の

減は７２人というようなことになるんじゃないかというふうに思います。 

 それで、この２年間で、ほぼ行革目標の１６８人でしたか、これが達成されたというふうに

聞いておりますけども、そういう認識でいいでしょうか。 

○ 人事課長   

 今申し上げましたように平成１９年度の採用試験に伴いまして、平成２０年度に新規採用し

た職員が１４名ということでございますが、平成１９年度の退職者といたしましては定年退職

者３３名のほか勧奨退職等、特に市立頴田病院の民間への移譲ということも伴いまして１０１

名の退職者が出ております。そういうことで職員数でございますけれども、当初計画でござい

ますと５年間で１６８名の職員数を減らすというような計画を立てておりましたが、結果とい

たしましては、１８年度からの推移を見ますと、採用と退職の相殺といたしまして１６７名の

職員が減少しておるという状況でございます。 

○ 楡井委員   

 平成１９年の採用ではなくて平成２０年の採用でしたね。それでも１６７人、平成１８年と

１９年で退職されて、１６８人という削減といいますか人数を減らす関係でも、ほぼ達成した

ということになっています。 

 それで、これだけ正規の職員の方たちが退職されて、嘱託職員、それから臨時職員、再任用

の職員の方たちで業務を賄っているということになりますので、いろいろ問題が出てきてるん

じゃないかというふうに思います。先ほどの数字で言いますと、正規職員が９１４人に対して、

臨時、それから嘱託職員、これが５３０人になりますから、正規職員は、全体のうちのわずか

５８％にしか当たりません。さらに、この９１４人の中には再任用の方も入っているというふ

うにお聞きしてるんですけれども、９１４人の正職員の中に再任用の、ことしだけでいえば３

３人ということになると思うんですけども、そういう理解でいいでしょうか。 

○ 人事課長   

 確認でございますが、９１４ということで御質問でございますので、平成１９年度の数字で

はなかろうかと思いますが。その中の再任用職員の人数は１８名ということでございます。こ

の部分に掲示しておりますのは一般会計分ということでございますので、特別会計、あるいは

企業会計のほうで雇用しておる再任用の人数は含まれておりませんので、御理解のほどお願い



したいと思います。 

○ 楡井委員   

 それで、今言われたとおりに一般職の方の数字だけです。日ごろ私たちが、市民の方が目に

するといいますか接触する多くの人は、この一般業務についておられる方たちだと思うんです。 

 そこで、臨時職員の方たちは、やっと仕事が慣れた半年過ぎると退職しなければならない。

また、そこで再雇用されると別の課に移されるというようなことであります。例えば議会事務

局でも、ことし春にお目にかかっていた人は、現在おられなくて、新しい人が採用されている

というような状況で、やっと慣れたかなというふうに思うと、また新しい人にかわっている、

そういう状況が各課にあるんじゃないかというふうに思います。 

 さらには、嘱託職員の方たちは年配の人が多いということもありまして、正職で働いている

職員の方たちも、外から見よると遠慮がちな状況もありますし、市民に対しても横柄なという

ふうに──言葉が正確かどうかわかりませんけれども──若干、見下しておるような態度を見

かけることがたまたまあります。さらには、電話の応対等も手間がかかって、なかなか返事が

返ってこないという市民の方たちの不満も聞きます。 

 さらには、市民が見た場合、正職員の方も嘱託職員の方も臨時職員の方も、区別はありませ

ん。したがって、全部が職員と見えるわけです。したがって、仕事をしていないというような

人もたくさんいるということで、市民の方たちの不満の増になっている。さらには、そういう

状況の中で正職員の方たちは大変忙しいと。特に税務とか国保、介護、障がい、こういうとこ

ろの窓口にはいつも列が、人がたくさんおって、なかなか自分の番が回ってこない。難しい説

明に時間がかかって、おざなりな対応になるというケースもあるんじゃないかというふうに思

います。 

 そういう状況の中で、ことしの春先、確定申告に基づく税務通知の誤りといいますか、そう

いうのが発生した、こういうことになってるんじゃないかというふうに思われます。そういう

ところで、今私が述べたような市民の方たちの意見や不満、こういう状況は人事課なり総務部

などは掌握しておられますでしょうか。 

○ 人事課長   

 確かに、人事課のほうにも職員の対応に対する苦情というのは、たびたび電話、あるいは直

接訪問をいただきまして市民の方から苦情をいただくことはございます。ただ、今御指摘がご

ざいますような理由によるものかどうかということになりますと、若干、私といたしましては

疑問に思うところもあるところでございます。 

 例えば、再任用職員、それから嘱託職員、そういうふうな高齢者を置くから、なかなか管理

監督職のほうの指導が難しいんじゃないかというような御指摘もございますが、この部分につ

きましては採用時について、そういうふうな職場環境になるけれども、きちんと上司の命令に

従って仕事ができるかというような確認指導もしておるところでございまして、そういうふう

な理解のもとに職務についていただける方を採用しておるところでございますので、そのよう

な問題が生じているというふうには理解をしておりません。 

 また、苦情をいただきます部分につきましても、ただいま窓口の関係の御指摘もございまし

たけれども、窓口におきましては、私どももたびたび職場を確認をさせていただいております

が、正規の職員での対応というものが大部分でございます。臨時職、あるいは嘱託職を使って

いるからというようなことには、直接結びつかないのではないかというような認識をしており

ます。 

 ただ、苦情があることは確かでございますので、その都度、所属長を通じて指導をするとい

うような対応をとっておりますけれども、各職場の状況について、いま一度確認を行いまして、

そのような実態があれば指導を行うとともに、職員配置につきましても適正化に向けて検討を

してまいりたいというふうに考えております。 



○ 楡井委員   

 窓口対応が嘱託職員や臨時職員で対応しているからおざなりになるんだということじゃなく

て、正職員が対応している場合が多いと思うんですよね。しかし、正職員の方は、先ほど言っ

たような人数の関係もありますし、臨時職の方たちの人数の増加もあって、その人たちが対応

しきれない。したがって、正職員の方が対応しなければならない。その正職員の忙しさ、そう

いうことが原因で対応がおざなりというか、教条主義、教条的な状況になっているのではない

かという指摘でありますので、そこのところを理解しておいていただきたいと思います。 

 さらに、支所の体制についても、少しお聞きしておきたいと思います。合併以来、年々、支

所の体制も弱まっているんではないかというふうに思います。私は穂波支所に出入りすること

が多いんですけど、筑穂、それから頴田等に行きますと──庄内は余り行ったことがないんで

すけど──玄関を入った途端に、何かすうっとした感じがするんですね。つまり、冷やっとし

た感じなんですよ。幸い穂波は、２階に上下水道局、それから３階には教育委員会関係が本庁

機能でありますから若干違いはあるんですけれども。旧飯塚市が、かつて二瀬町、それから幸

袋町、それから鎮西村、ここと合併をして支所機能でやってきたと思うんですね。そういうふ

うにやってきたとは思わんですけれども、かつての役場機能が、今はもうほとんど感じられな

いという状況になっていて、頴田、庄内、筑穂、穂波、各支所の行く末を見るような感じがす

るわけです。 

 そこで現在、二瀬、幸袋、鎮西、鯰田、ここはもう支所機能でなくて出張所ということにな

っているというふうにお聞きしましたけど、その４つの機関といいますか、ここに正職員、嘱

託職員、臨時職、こういうのがどういう配置になっているか教えていただきたいと思います。 

○ 人事課長   

 確認でございますが、二瀬、幸袋、鎮西、鯰田についてお答えすればよろしゅうございまし

ょうか。 

○ 楡井委員   

 二瀬、幸袋、鎮西、鯰田、旧４町。 

○ 人事課長   

 わかりました。１９年度の状況で御答弁させていただきます。まず、二瀬出張所でございま

すが、再任用職員を１名配置しております。なお、各出張所におきましては地区公民館を配置

しております。それで公民館に配置しております職員にも併任をかけまして、出張所の職員が

欠けた場合については公民館職員が対応するということになっておりますので、あわせてお答

えをさせていただきますと、二瀬公民館、４名配置をしております。正規の職員──係長級で

ございますが──１名と嘱託職員が２名、臨時職員が１名となっております。 

 また、幸袋出張所でございますが、出張所に嘱託職員が１名。また、公民館につきましては

４名でございますが、係長１名、嘱託２名、臨時職１名となっております。 

 次に、鎮西出張所でございますが、再任用職員が１名。公民館につきましては二瀬、幸袋と

同様でございます。４名の配置ということで、内訳も同様でございます。 

 鯰田出張所につきましては嘱託職員が１名。それから、公民館につきましても４名配置して

おりまして、配置の状況につきましては、さきに述べました３つの公民館と同様という状況に

なっております。 

○ 楡井委員   

 職員の配置の問題で、もう一点お聞きしておきますけども。各地に存在する同和会館、それ

から人権同和啓発センター、ここの職員の配置についてもお聞かせ願いたいというふうに思い

ます。 

○ 人事課長   

 平成１９年度の配置状況について、４つございます施設の状況をお答えいたしますと、まず



は立岩会館でございますけれども嘱託職員が２名、次に伊岐須会館でございますが嘱託職員が

２名、それから穂波人権啓発センターでございますが嘱託職が３名、次に筑穂人権啓発センタ

ーでございますが嘱託職員が１名、それから臨時職員２名という状況になっております。 

○ 楡井委員   

 防災の面でも心配される向きがたくさんあります。それで、火災や災害などで即応できる人

的能力ということになれば、まずやっぱり自治体職員が上がってくるというふうに思うんです

ね。これが各支所で大幅に減少している状況ですから、この心配は当然のことではないかと思

うんです。そのような市民の声は当然お聞きだと思うんですね。タウンミーティングや町内会

長会、老人会、防災会議等でお聞きだというふうに思います。そこで、これらの不安に、どう

対応しようとしているのかについてお聞きしたいと思います。 

○ 総務課長   

 支所での災害対策につきましては、一昨年、平成１９年度の当初に機構改革によりまして、

支所の６班体制が初動中心の３班体制に変更したところでございます。おおむね平成１８年度

から１９年度にかけまして３割以上、職員が減ったという状況がございました。このため災害

発生の初動体制でございます警戒本部態勢と災害対策本部の第１配備態勢を見直しまして、第

１配備態勢までについては支所の職員で対応することを基本としております。各支所エリアで

局地的に災害が発生した場合は、状況に応じて本庁からの応援職員を増員するというような考

えでおります。その応援職員につきましては旧町出身者を中心といたしまして、支所ごとにあ

らかじめ１０名を登録しております。休日、夜間であれば、自宅のほうから直接各支所へ登庁

するという体制をとっております。またさらに、その１０名でも不足するというような場合は、

支所からの要請によりまして本庁の第３配備の要員から必要人数を派遣するというような対応

をとるということにしております。 

○ 楡井委員   

 一つの例として聞きますけど、一番新しく頴田で火災がありました。ここで、どんなふうな

対応になりましたでしょうか。 

○ 総務課長   

 このときには本庁のほうからの応援というようなことはやっておりません。頴田支所のほう

で対応したということでございます。 

○ 楡井委員   

 それから、この関係で最後の質問になりますが、窓口時間延長サービスが今試行中というこ

とになっていますが、この実施状況が現状のところでわかれば。それからさらに、それに対応

するために残業といいますか、残った職員の人たちの待遇といいますか、これについて掌握で

きていれば掌握していただきたいと思いますし、これが一時中断したというふうにお聞きして

おります。穂波で実施していたわけですけれども、その中断したことについての市民の問い合

わせ、そういうのがもし掌握できていれば教えていただきたい。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 窓口時間の延長サービスの実施状況につきましてお答えさせていただきます。今月から来年

の３月まで試行という形で実施いたしておりますが、開庁日、時間といたしましては毎週木曜

日、午後７時まで。それから、開設場所につきましては本庁、穂波庁舎、教育委員会、上下水

道局、それから４支所を開設場所といたしております。 

 利用者数等の状況でございますが、今月から実施いたしまして４週間が過ぎております。全

体で申し上げますと３９６件、２５０人、１日平均が約６３人という形になっております。そ

の内訳でございますが、本庁につきましては届け出等が２２０件、来庁者数１４５人、１日平

均が約３６人。穂波庁舎でございますが、教育委員会が、届け出等が５件、来庁者が１人。上

下水道局が、届け出数が３８件、来庁者１３人、１日平均約３人。穂波支所でございますが４



７件、３５人、１日平均約９人。筑穂支所でございますが４０件、来庁者数は３３人、１日平

均が約８人。庄内支所でございますが、届け出等が２２件で来庁者数１６人、１日平均約４人。

頴田支所が届け出等１４件、来庁者数が７人、１日平均約２人となっております。 

 合併前に穂波町のほうで窓口延長をしておりましたが、合併後は窓口延長はやっておりませ

んが、それに関する住民からの問い合わせ等はお聞きいたしておりません。 

○ 楡井委員   

 今の質問全体を、質疑を押しなべて言うと、やはり職員の減数というのが、いろいろ市政を

運営していく上で一定の矛盾になっているんじゃないか。財政的な問題は、それなりに減少は

してきているというふうに思いますけれども、臨時職、嘱託職の給料も、当然のことながら比

率としては上がっていっているということも言えます。 

 人事配置についても、この５年間で目標達成する予定で組んできたのに、２年間で達成して

しまったのかという点については、やはりメンタル面での退職等も相当数あるというふうに聞

いております。そういう意味では、人材の適材適所の配置ということも言葉では述べられまし

たので、そういう点を十分気をつけられて、今後ひとつ運営していっていただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

○ 委員長   

 次に、江口委員の質疑を許します。 

○ 江口委員    

 １０５ページ、総務管理費の中にございます人事評価制度について、まずお聞きいたします。

人事評価制度、本決算においては研修委託料として２４１万５千円が上がっているわけですが、

人事評価制度をどのように、これから先、運用していこうとしているのか。また、研修委託の

中で、どのような成果が上がってきたのかについて御案内をお願いいたします。 

○ 人事課長   

 人事評価制度の研修に関する進捗状況という御質問でございますけれども、この制度導入の

きっかけと申しますのが、国におきまして公務員制度改革ということが打ち出されました。そ

の中で客観的な評価制度の導入を通じた能力実績重視の人事制度の確立など、あわせまして地

方公共団体における改革を推進するというような方向性が示されましたことから、これに対応

するため、合併後、直ちに目標管理と能力評価からなります人事評価マニュアル、この作成に

着手をいたしました。 

 また、それとあわせまして人事評価制度についての研修を職員に実施をいたしまして、現在

その研修も続けておりますけれども、平成１８年度は課長補佐級の職以上を対象に、試行とし

て、この評価制度を導入いたしまして、順次、対象職員の範囲を広げ、現在、全職員を部長級

から係長級の職員について制度導入を行い、一般職につきましては現在試行として実施をして

おるという状況でございます。 

○ 江口委員    

 これから先、この人事評価をどのように使おうと考えておられるのかが１点。それと、先ほ

ど話の中で能力、それと目標管理等々がございました。非常に大切なところだと思うわけです

が、この点について昇任試験ですね──飯塚市では行っておりませんが──これについても導

入を検討すべき時期に来ているかと思いますが、その点についてどのようにお考えなのか、お

聞かせください。 

○ 人事課長   

 ただいま御質問ございました評価を、どういうふうに活用するのかということの御質問でご

ざいますが、まず１点につきましては人材育成と、このツールの１つということでとらえて、

ただいま申し上げましたように目標管理、あるいは能力評価ということを通じまして、１年間

かけまして、その職員が何を目指して仕事をしていくのかということが、この目標管理のシス



テムにおきまして明確になるという効果がございます。その中で計画的に職務のほうが遂行で

きる。したがいまして、それなりの業績というものが上がってくるんではないかと。ただ、漠

然と仕事をしているという状況から、そのような目標管理を導入することによりまして業務の

実績と申しましょうか、市全体の業務の実績というものが、より出されると。また、質的にも

向上されるというような効果を期待をしておるところでございます。 

 また、能力評価ということでございますが、これにつきましても１年間、自分の能力のどこ

を向上していくのかというような目標を設定して進めてまいりますので、現状よりも職員の資

質の向上ということが期待できますし、また評価者の評価によりまして、その職員のすぐれて

いるところ、劣っているところ、これが明確となりますので、今後、自分の資質の向上のため

にどの部分を強化していけばいいのかということが明確になると。そのことが、まず１点とい

うことで挙げられると思います。 

 また最終的には、先ほど申しましたように国におきます公務員制度改革の一環ということで

導入がされております。国におきましても処遇の反映ということで現在進められておりますの

で、将来的には、この地方公共団体のほうにも入ってくる。また、実際に処遇に反映をしてお

る団体もございますので、飯塚市におきましても来年度から課長補佐以上の管理職につきまし

ては一部処遇の反映ということを、評価に基づきまして導入をする予定にしております。 

 それから最後でございますけれども、人事異動に活用するのかという御質問でございますが、

現在は一般職員につきましては試行の段階でございます。係長以上については導入初年度とい

うことでございますので、具体的な人事制度への活用ということは現在行っておりませんが、

将来的には本人の能力や適性、これが評価結果にあらわれますので、当然に人事異動等の参考

資料として活用できるものというふうに考えております。 

○ 江口委員    

 どうやって使うかという部分はわかったんですが。その評価の部分で目標管理、そして能力

評価というお話ございましたが、そうしますと、これがある程度、ほかの職員から見てもわか

るような形でないと、きちんとした達成感であるとかにつながらないと思うわけです。その点

について、どう考えるかが１点。それと、先ほどお聞きして答弁が漏れてたかと思うんですが、

昇任試験について、どうお考えになるのかが１点。この２点、お願いをいたします。 

○ 人事課長   

 評価につきましての御指摘でございますけれども、この部分につきまして、私ども合併後、

評価制度の構築ということで検討を進めておりますけれども、これにつきましてはコンサルあ

たりも入れまして、公平公正な人事制度の構築に向けての検討をしておるところでございます。 

 また、制度の中につきましては苦情処理委員会というものも設けまして、一定評価について

異議がある職員については、その委員会にかけまして公平公正に行われるように、その適性さ

というのを評価するような、そういう仕組みも設けております。 

 また、第１番に必要なのは、その評価者が適正に評価ができるか、その能力が備わっている

かということになるかと思いますが、そのために評価者を対象に、研修につきましても継続的

に現在も進めておるところでございますので、その点については、私どもとしましては最大限

配慮をしているように思っております。 

 また──すみません、答弁が漏れましたが──昇任試験についてでございますけれども、こ

れにつきましては飯塚市人材育成計画というものを平成１８年、策定をしております。その中

にも昇任試験の導入については検討項目ということで入れておりますけれども、現在のところ

実施には至っておりません。昇任試験の実施の前提といたしましては、受験資格をどのように

設定するのかという課題がございますが、そのための基準としては、その者の勤務実績をあら

わす公平公正な人事評価制度の構築、これがまずは前提となると考えます。全職員に対しまし

て公平公正な人事評価が行えるよう精力的に研修、また制度の検証を行っておりますが、昇任



試験の実施につきましては評価制度の本格導入後には実施を検討したいというふうに考えてお

ります。 

○ 江口委員    

 目標管理が非常に大切になるんだろうと思っております。そのときに、ある自治体では、そ

れぞれの部長であるとかが今期の目標、あるいは自分のマニフェストとして掲げると。きちん

とそれが達成できるかどうかを、周りも見る。そしてまた、その目標が適正かどうかですね。

目標があっても、それが妥当なものでなかった場合、非常に軽易な目標に終わった場合ですね。

そうすると、達成はしたんだけれど、進んだのはほんの少しだけというような形にもなりかね

ません。その目標の管理、立て方、そしてそれがきちんと皆様から見えるようなやり方を、ぜ

ひ工夫をしていただきたいと思っております。 

 あと、昇任試験のお話をさせていただきました。それぞれ皆様方は、何らかの法に基づいて

業務を執行されるわけです。その法という部分を逸脱をしてやることのないよう、それがチェ

ックできるような──それが昇任試験も１つでしょうし、またその他いろんな研修もあるかと

思うんですが──その点について、ぜひ早期にやっていただきたいとお願いをしておきます。 

 続きまして、手話研修についてでございます。手話研修が、委託料として１０万８００円上

がっております。手話研修、ここ数年ずっと続いているかと思うんですが、じゃあ、これが本

当に意義のある研修になっているかどうかについて、疑義があると感じております。手話研修

について、現状はどうなっているのか。そしてまた、その研修をやった人間が、それが生かさ

れているのかどうかについてどのようにお考えか、お聞かせください。 

○ 人事課長   

 手話研修でございますけれども、これにつきましては合併協議の中で飯塚市聴力言語障がい

者福祉協会ほか２団体から、官公庁、公共施設職員を対象とした手話講習会を開催することと

いうことが強く要望されました。これを受けまして、市職員の聴覚障がい者とのコミュニケー

ション能力の向上を図るために、手話研修を平成１９年３月に策定いたしました。飯塚市障が

い者福祉計画の一事業ということで位置づけまして、担当部署を人事課ということで実施をし

ているものでございます。研修期間は６カ月間ということでございまして、毎年、飯塚市聴覚

障がい者協会、こちらのほうへ講師の派遣をお願いしておりまして委託事業として実施をして

おるところでございます。 

 平成１９年度には職員３０名、それから公募による市民の方につきましても参加をお願いし

ておるところでございますが、この市民の方の参加が１０名ということで４０名参加の中、実

施をされております。手話につきまして知識のないところからの研修でございますので、６カ

月間の研修では、窓口で手話による事務を進めていけるレベルまでの習熟がなかなか難しいも

のがございます。しかしながら、研修終了後は聴覚障がい者が窓口に来られた際の初期対応が

スムーズに行なえているというような利用者側からの評価も受けておるところでございまして、

一定の研修成果はあるものと考えております。 

 また、研修者の中には、研修終了後から手話の会サークルへ自発的に参加し研修を継続して

いる者もおり、手話通訳者養成のための動機づけともなっておりまして、一定、研修の成果は

上がっておるものというふうには認識しておりますが、ただいま御指摘ございましたように、

それでは職員が手話で対応できるということが全窓口でできるかといいますと、そういう状況

にはまだ至っておりませんで、今年度から手話通訳ができる職員を、社会・障がい者福祉課の

ほうへ嘱託職員として１名配置し、手話での事務手続を進める必要がある場合につきましては、

その窓口へ派遣をするような体制をとっておるところでございます。そのような高度な手話通

訳ができる職員、この育成も今からの人事課の課題でございますが、研修施設等の問題もござ

いまして、なかなか進捗していないという状況でございますが、今後とも検討し、そのような

方向に向けて研修を計画していきたいというふうに考えております。 



○ 江口委員   

 この手話通訳につきましては、私のほうも団体からお話を聞いたことがございます。手話研

修をやっているんだけれど、その研修を受けた人間が窓口でお話をしようにも、他の業務が忙

しくて、全然前のほうに出てきていただけない。ある意味、職場のほうで、この人間は手話通

訳トレーニングをしているんだから、そういったお客様が来たときは、まずそこに行かせると

いう、その合意がまだできていないという話を聞いたことがございます。ぜひ、そういったと

ころからやっていただきたい。その中で、最初は本当に日常会話ぐらいから始まるんだろうと

思っています。せっかくこうやって研修をやるわけですから、それ以降、その研修を受けた人

間が育っていけるような仕組みをお願いをしたいと思っております。これがきちんといかない

と、確かに手話通訳について設置事業をスタートしまして、本庁には１名おられます。ところ

が、支所には設置事業、おられないわけですよね。派遣事業もありますが、それについてはそ

れぞれ前もって派遣をお願いしなくてはならないといった点もございます。ある意味、これは

コミュニケーションの第一歩であります。ぜひ、その点について、これが投じたお金が無駄に

ならないような仕組みをお願いしたい。また、それができるような、例えば希望者のみではな

くて、どこどこには、各部なり各課について、それぞれ１名きちんと養成をしようといった形

での研修を考えていただきたいと思っております。 

 続きまして、１０７ページでございます。１０７ページ、文書広報費の中で市報等文書配布

委託料等々があるわけです。こちらについて、資料のほうを出していただいております。資料

の１１ページ、まずこちらのほうからお聞きしていきたいと思います。 

 今、手話の件をお話をしましたが、市報にはいろんなチラシ等々も入っていきます。そして、

印刷物についても読むことができない方々がおられるわけです。視覚障がいのある方々がおら

れるわけです。そういった方々に対して、市報であるとか、広報用チラシであるとか、きちん

と音声訳ができているのかどうか、資料を出していただきました。これを見せていただきます

と、配布文書例というところで声の市報等ということで、視覚障がい者あて月２回、市報全戸

配布チラシ等とございます。全戸配布していただいているものについては、すべて音声訳をし

ていただいているという理解でよろしいでしょうか。 

○ 情報推進課長   

 今、御質問の件に関しましては、一応読めるものはすべて音声翻訳をすると。画像だけの部

分がございますけども、それは非常に説明がしにくい部分がございますので、一応読めるもの

に関しましては、もちろん市報、それから隣組回覧であるとか、それから県から来るものであ

るとか、交通安全の問題であるとか、そういったものに関しましてはすべて音声翻訳のほうで

お願いをしておる状況でございます。 

○ 江口委員   

 確かに、写真とか音声訳にすると非常に難しい部分があるわけです。それについては、何々

の写真がありますというふうな形で通常音声訳をしていただくわけですが、今お話の中では、

全戸配布についてはきちんとすべてやっている。隣組回覧の分についてもやっていただいてい

るというお話だったんですが、そこら辺ちょっと確認させてください。 

○ 情報推進課長   

 市が１日、１５日に出す文書に関しましては、読めるものはすべてですので、隣組回覧につ

きましても音声翻訳をしている現状でございます。 

○ 江口委員   

 ありがとうございます。以前は、市報についてだけは、合併前だったかと思いますが、市報

については音声訳をしていただいたんですが、それ以外のチラシ等については音声訳がないん

だよねというお話を聞いたこともあります。今、お話を聞きまして、それ以外についてもきち

んとやっていただいているということは、非常に配慮がなされたと思っております。 



 音声訳等についてはこれで終わりまして、じゃ印刷物の市報、これについての配布について

お聞きしたいと思います。 

 この市報は、市民にあまねく知っていただく必要があるため、多大なコストをかけて印刷を

して配布するものだと思っています。ところが、これが届いていない方がやはりまだまだおら

れるという状況がございます。まず、市報の配布方法が現状どうなっているのか、御案内をお

願いいたします。 

○ 総務課長   

 市報の配布につきましては、飯塚市のシルバー人材センターのほうに委託して行っておりま

す。シルバー人材センターのほうでは、毎月２回、１日と１５日になりますが、市報いいづか、

それから市が発行する文書、それから配布が必要な文書、こういったものを仕分けいたしまし

て、こん包した上で自治会長宅や公民館、大学、それから自衛隊、市民交流プラザなど、市が

指定する場所、合計約３００カ所に配布をいたしております。 

 具体的な方法としましては、配布の前日までにシルバーの作業所に印刷業者、市、あるいは

社協のほうから搬入された文書を仕分けいたしまして、そこでこん包いたします。その後、配

布当日に自治会長宅へ運搬して、配布しております。これに際しては、シルバーの会員さんの

自家用車１９台で、そういった運搬作業をやっております。 

 配布を委託しております主な文書といたしましては、定期的な文書といたしまして、先ほど

の市報のほか、福岡県だよりや公民館報など１４種、不定期の文書といたしましては、行政相

談チラシ、献血の協力依頼、胃がん検診チラシ、そういった文書のほか、各イベントの広報チ

ラシなど、さまざまな文書を配布しております。 

○ 江口委員   

 各世帯への配布につきましてはどうなっておりますか、それが１点。 

 あとあわせて、各世帯への配布が届いていないと考えられる世帯数等を把握しておられまし

たら、お聞かせください。 

○ 市民活動推進課長   

 市報の配布につきましては、自治会長より市報の配布数が市に報告されております。平成２

０年１月の報告によりますと、自治会未加入世帯数は、平成２０年度１月現在の住民基本台帳

の世帯数５万６,７８１世帯に対しまして、自治会加入世帯は４万１,１３７世帯であります。

約７２％が加入しております。未加入世帯は１万５,６４４世帯でございます。 

 市報配布世帯数は４万３,３７１世帯、約７６％でございます。住民基本台帳の世帯数５万６,

７８１世帯からその数を差し引きますと１万３,４１０世帯、約２４％が未配布の世帯となって

おります。自治会の未加入世帯１万５,６４４から市報未配布世帯数１万３,４１０を差し引き

ますと２,２３４世帯となり、自治会未加入世帯のうち２,３３４世帯に市報を配布していると

いうことになっております。 

 なお、市内には２７７の自治会がございますが、すべての自治会内の世帯に配布をしている

自治会は４３自治会ありまして、約１６％がすべての世帯に市報を配布しております。 

○ 江口委員   

 今のお話ですと、１万３,４１０世帯、２４％もの方々に対して市報が届いていないという現

状があるわけです。多額の経費を使って、知ってもらわなければ困ることをお伝えをするため

に、これを印刷をして配っていただいているわけです。２７７自治体のうち４３自治体につい

ては、全戸配布をしていただいているわけです。配る方法につきましては、自治会長にお願い

をする、もしくは場所によってはシルバーさんに全戸配布をお願いをするとしているのもある

かと思います。また、それ以外のところもあるかと思います。どんな形にしろ、これをきちん

と配らないと、市自体が困る形になるかと思うわけです。それについて、きちんとした努力を

早急にやっていただきたいと思うわけです。 



 配布の方法について、他の自治体でこういったことをやっているという事例等をつかんでお

られましたら、お聞かせいただけますか。 

○ 情報推進課長   

 市報、広報に関して、どういうふうにしているかということにつきましては、私どもである

程度つかんでおりますので、答弁させていただきます。 

 まず、近隣の自治体につきまして調べておりますので、御報告させていただきますが、近隣

の嘉麻市、直方市、田川市につきましては、飯塚市と同様に、自治会経由で配布をいたしてお

ります。宮若市に関しましては、合併時に全戸配布ということで、これは委託で全戸配布をし

ております。ただし、そのときに自治会の自治会長、それから隣組長に対する報酬を幾らか減

額したという状況がございます。 

 あと、町の段階でいきますと、桂川町、それから福智町は、飯塚市と同様に、自治会組織を

使って配布をしております。 

 あと、少し遠くなりますけども、中間市は委託で全世帯、それから福岡市は自治会組織を使

う部分と、それから区によっては委託で配布をしているという状況もございます。北九州市は、

自治会を通じて配布をしております。それ以外に、飯塚市と同じように、公共施設、コンビニ

エンスストアに置いて、皆さん方に周知をお願いしていると。久留米市は、自治会経由で行っ

ております。大牟田市は、シルバー人材センターを使って、全世帯に配布をしております。春

日市は、新聞の折り込みの業者に委託して、新聞が配布されているところに対しては各世帯に

配布をしているという状況でございます。 

 以上が、大体県内の主だったところの状況でございます。 

○ 江口委員   

 配布方法につきましてはいろんなやり方があると思っておりますし、どれが正しいという部

分はさまざまな見解があるかと思いますが、本当に伝えることが必要であるからこそ、こうや

ってやるわけです。今なお２４％もの世帯に対して、知ってもらわなければならないことが届

いていない、そのことがあるわけです。ぜひ、それについて、本当に早期に解決をお願いをし

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○ 市民活動推進課長   

 ただいまの市報及びチラシの配布につきましては、自治会長及び隣組長さんに依頼をして配

布しているところでございます。市報につきましては、市報の発行規則において、今御指摘の

ように、各世帯に無料で配布するほか、希望者に対しては市長が必要と認める者に無償で配布

するということを定められております。 

 今、御指摘のことでございますが、市としましては、市報の配布、チラシ等の重要な情報を

市民の皆様にお伝えすることは行政として当然なすべきことでございまして、重要なことであ

ると認識しております。未配布世帯の対応につきましては、自治会連合会理事会、各支部の自

治会長会等におきまして、自治会の未配布、自治会未加入世帯を含め、すべての世帯に配布す

るように、現在、お願いをしているところでございます。 

 多くの情報を多くの市民の皆様にお伝えすることを目標に、いろいろな施策を検討し、どの

ようにして未配布世帯の数を少なくしていくかということを協議していきたいと考えておりま

す。 

○ 江口委員   

 ぜひ、その努力が早期に実を結ぶことを希望します。例えば注射であるとか、いろんなもの

が情報として入っているわけです。市の施策も、これから市はこうやってやっていきたいとい

う等々も盛り込まれるわけです。ぜひ、その部分について、早期に２４％がどんどん減ってい

って、皆さんのところに市報がきちんと届く状況をつくっていただきたいとお願いをいたしま

す。 



○ 委員長   

 暫時休憩いたします。１１時５分に再開をいたします。 

休 憩 １０：５９ 

再 開 １１：０５ 

 委員会を再開いたします。 

 八児委員の質疑を許します。 

○ 八児委員   

 すみません、簡単にお願いします。１１０ページ、報償費、弁護士の謝礼でございます。ど

んなふうな係争が現在行われておるのか、少し内容について、説明できる範囲でようございま

すので、ちょっと説明をお願いしたいと思います。 

○ 管財課長   

 弁護士謝礼金でございますが、２０８万８千円の内容ですが、２件ございます。１件は、旧

頴田町において、昭和４６年に市有地を現況で払い下げを行っております。その土地購入者が

転売し、転売を受けたまた土地購入者が登記面積より５１.８１ｍ２少なかったことから、最初

の土地購入者が原告となり、市に対し４７万８４９円の損害賠償請求の訴訟を平成１８年８月

に起こしたもので、５回の口頭弁論後に、平成１９年６月に結審したものです。 

 なお、この訴訟費用等でございますが、１０万２,４５０円が１件です。 

 もう１件でございますが、平成１９年１１月に、飯塚市鹿毛馬入会団体が原告となり、市に

対し、旧頴田町名義の１６７筆、約２０２万ｍ２について、入会権を有する確認及び真正な登

記名義の回復のため、所有権移転手続を求める訴訟を起こしたものであります。 

 なお、訴訟費用の着手金でございますが、１９８万５,５５０円となっております。 

 以上２つで２０８万８千円となっております。 

○ 八児委員   

 ２件目、かなりの金額の訴訟費用が出されておりますけども、これの勝つ見込みとか、そこ

ら辺はどんなふうになっておりますか。 

○ 管財課長   

 今、顧問弁護士と協議を行いながら、現在、６回の口頭弁論が行われております。係争中で

ございますが、本提訴額といいますか、約４,７２８万９千円の５％程度の着手金でございます

が、勝訴とかどうかについてはちょっとこの場では差し控えさせていただきたいと思います。 

○ 八児委員   

 それでは、今後、また費用が必要になってくるのかどうか、そこら辺についてお願いしたい

と思います。 

○ 管財課長   

 今、２カ月に１回程度の口頭弁論でございますが、まだもう少しかかると思います。それに

伴います結審後に、実費及び報酬等の費用が必要となります。 

○ 八児委員   

 ありがとうございました。それで、実は私が言いたいというか、こういう係争についてなか

なか知られないというか、知れないと思うんですけども、こういうことの結審になってない分

はありますけども、全職員というわけにはいかないと思いますけども、やはりある程度の職員

がこういう法律の問題について情報共有というか、そういうことをすることが何かあるかどう

か、ちょっとそこら辺について、あるのかないかどうかをお示しを願いたいと思います。 

○ 管財課長   

 提訴されたりした場合につきましては、各課各部で対応いたしております。また、そういう

提訴につきましては、私のほうでは総務委員会のほうには必ず報告を上げております。 

○ 委員長   



 続きまして、江口委員の市民交流プラザについて、新産業創出支援コンサルタント業務委託

等について、２項目続けてどうぞ。 

○ 江口委員   

 まず、１１４ページ、企画費、委託料の中の市民交流プラザ指定管理委託料についてお聞き

いたします。 

 こちらのほう、資料のほうを出していただいております。資料の１２ページ、こちらのほう

に市民交流プラザの利用状況を出していただいておりますが、利用状況を見ますと、平成１９

年、非常に落ち込んでいるわけです。真ん中の団体事業及び自主事業利用者数についても、平

成１７年が６,３７９名だったのが３,７４８名、一般利用者も３万８,４３７名だったのが２万

１,２４８名、この落ち込みの理由をどのように考えているのか、お聞かせをいただけますか。 

○ 市民活動推進課長   

 市民交流プラザの利用につきましては、幾つかの利用制限を設けております。その中に、他

の利用者に迷惑をかけないことというところがありまして、公の秩序を荒らし、または乱し、

または公序良俗に反する行為をしないことなどが挙げられております。平成１８年度まで、高

校生が勉強などの場として利用して、これを許可していた経過がありました。しかしながら、

施設内で騒いで、他の利用者に迷惑をかけることがあり、その都度、注意と指導をしてまいり

ましたが、その後もバスセンターに近い関係もありまして、多くの高校生が同施設及び同フロ

アにたむろするような、または集合するようなことがございまして、騒ぐようになったために、

施設の利用者から非常に苦情が出ておりました。これを踏まえ、平成１９年度から高校生の利

用を認めないようにしております。 

 また、４階から２階へ移転しました関係で、市民交流プラザは現在２階にございます。エレ

ベーター、エスカレーター及び遠賀川の土手から、道路から直接利用が可能という利点がある

反面、荷物を搬入する場合、駐車場からエレベーターを利用しての搬入となり、その点では４

階は駐車場から施設が近いために便利だったとの利用者の声も聞いております。そのようなこ

とで、減少しているというふうに認識しております。 

○ 江口委員   

 今言った高校生の利用を禁止したという点が１点、それは確かにあったかと思います。これ

については、私自身は、ある程度は利用していただく部分はよかったんだと思っております。

確かに、騒いだりする人間については、当然、君は出ていってくれというお話はすることは必

要ですが、ある程度スペースを区切った上で、ここの部分に関しては余り利用もないので、こ

この部分だけは使っていいよ、そういった部分もやってよかったんだと思っています。現実に、

高校生の利用をオーケーしたのも、そういった部分がありました。利用が伸びない中で、より

市民交流プラザというものが市民に使っていただけるために、ある意味、そういった部分を含

めて許可した経緯があったかと思います。 

 その部分については、多少判断が分かれるところかと思いますが、実際に市民交流プラザを

使う人間からすると、非常に使いづらくなったなというのが現状かと思っています。運用につ

いて、ここを使う団体等がここを使いたいと言ったときに、どのような形で許可等になるのか、

そこの部分が非常に使いづらくなったというお話を聞きます。登録団体でないと使わせない、

そういったお話をお聞きしますが、もともと市民交流プラザはそういった登録団体にとらわれ

ず、市民活動全般において、それをサポートするためにつくられた分です。そのところについ

て、現況ではどのような形になっているのか、お聞かせいただけますか。 

○ 市民活動推進課長   

 市民交流プラザは、市民の自主的な公益的な市民活動を支援するとともに、市民活動、国際

交流事業、国際交流活動、大学と連携したまちづくり、その他の公益事業を推進することを目

的として設置されたものでございますので、そのとおりでございます。 



○ 江口委員   

 平成１９年の段階で、登録をした団体でないと使わせないと言ったことがあったのかどうか、

まずその１点をお聞かせいただけますか。 

○ 市民活動推進課長   

 交流プラザの利用を円滑に行なうこと、また設置目的に沿った管理運営を行うために、利用

団体の登録制を設けております。セミナー室、貸しロッカーの施設について、登録がないと利

用できませんが、登録の手続は簡単なものでございます。その他、フリースペースなどのとこ

ろについては、登録の必要はございません。 

○ 江口委員   

 やっぱりセミナー室、ある程度人数が集まって、きちんと会議をしたいと思った場合に、登

録を迫られるわけです。それが本当にすべての団体に対して必要かどうか、私自身はそういっ

たところまでが必要ではないと考えます。例えば、登録が必要であるとした場合には、例えば

ちょっとこんなことを考えたいよね、まず集まろうかと言って、部屋を押さえようとしてみて

も、じゃ団体の名称はどうなんだ、代表者はどうなんだとか、毎回毎回、登録を迫られるわけ

です。 

 ぜひ、一遍、もともとの設置目的を果たすために、どのようなやり方が一番望ましいか、す

べてのことを考え直してゼロベースで、こういった落ち込んだ数字もございます。市民交流プ

ラザが本当に市民活動を支える場としてきちんと機能するために、どういうふうな形が望まし

いのか、一遍きちんと見直しをしていただきたいと思うわけですが、その点についてどうでし

ょうか。 

○ 市民活動推進課長   

 公共施設等のあり方の委員会の中、または素案の中につきましても、多目的化、または高度

利用ということを研究しなければならないという宿題が上がっておりますので、そのようにあ

わせて検討してまいりたいと思います。 

○ 江口委員   

 ぜひ、きちんとやっていただきたい。 

 このような市民活動をサポートする場は、何もアイタウンの２階のあの１カ所に限る必要は

ございません。それぞれ各地域地域でそうやって動いておられる方々が、何もバスセンターの

ところまで来る必要はないわけです。各支所の１室が、そういった市民交流プラザ的な支援を

する場というふうな形で動いてもいいわけです。ぜひ、市民活動推進課ですから、市民活動を

推進できるような形をぜひやっていただきたいとお願いをいたします。 

 続きまして、１１６ページ、地域振興費、新産業創出支援コンサルタント業務委託料等につ

いてお聞きいたします。 

 まず、コンサルタント業務委託についてなんですが、何年からやっていて、同じ会社に委託

をしているのかどうか、そしてコンサルタントの業務委託の成果についてどのように把握して

おられるのか、お聞かせください。 

○ 産学振興課長   

 まず、何年から委託しておるかということにつきましては、平成１５年度からでございます。

委託先につきましては、同じ方にインキュベーション・マネジャーとしてお願いをいたしてお

ります。 

 成果でございますけども、この業務につきましては、まず創業を考えている人、創業期の企

業、既存企業で新規事業や経営革新を考えている人を対象にいたしまして、経営全般のコンサ

ルを行うものでございます。成果の主な具体例、最近の事例でございますけども、例えばベン

チャー企業創業が平成１９年度では２件あったり、首都圏でのビジネス獲得による売り上げ増

に結びついたり、また営業ノウハウをサポートした上で、自社の不利にならないような契約書



の作成をしたりというようなことで、成果は上がっておるというふうに考えております。 

○ 江口委員   

 今、平成１９年度のベンチャーが２件立ち上がった、そしてまた契約書等々のというお話が

ございましたが、これが本当に５９８万５千円、約６００万円の予算なわけです。平成１５年

からというふうな形ですから、この１９年度までを考えても５年間、単純に掛けると３千万円

なわけですね。３千万円のお金をつぎ込んで、それに見合うような成果だったかというと、私

自身は疑問に思っております。ずっと同じ方への委託というふうな形もございました。ぜひ、

このコンサルタント業務委託がこれから先もやっていくものかどうか、その点についてしっか

り考えていただきたい。 

 ベンチャーを育てる、また新産業を育てるという部分に関しては、いろんな手法があるんだ

と思っています。現実に、飯塚市はこうやってコンサルを雇っていますが、同様なコンサルを

やっていただけるところは、ほかにも国ないし中小企業基盤整備機構、そしてまた県等々、さ

まざまな部分がございます。ベンチャー企業のお話を聞いて、まず言われるのが、まずは使っ

ていただきたいということなんです。実績を上げる、そこの部分をきちんとやらせていただき

たいということなんですね。佐賀県は、トライアル発注制度という部分をつくってやっており

ます。福岡県にも同様な制度等がございます。そういった部分もあわせて考えていただきなが

ら、新産業を育てたいというのであれば、それに相応したお金の使い方をやっていただきたい

と思うわけです。 

 １点、ソーホーという働き方がございますが、そこに関する支援についてはどのような部分

をされておられるのか、お聞かせいただけますか。 

○ 産学振興課長   

 今言われましたソーホーを対象といたしました活用施策等につきましては、今のところござ

いません。しかし、独創性豊かな製品や技術を持っている企業に対する支援体制ということに

なれば、ただいまおっしゃったように、公共事業発注におきまして、地元企業への配慮をする

ということもトライバレーの第２ステージのアクションプランでも掲げておりますので、そう

いった部分では推進していきたいというふうに考えております。 

○ 江口委員   

 最近、新聞を見ていますと、ソーホーについて非常に単価が安くなって、買いたたかれてい

る部分があるという部分と、あと反面、そういった方々がチームを組んでやっているという報

道等もございます。ソーホーの方々にお願いをする部分というのは、やろうと思ったらやれる

部分というのは、この決算書の中にはかなりの部分があるんだと思っています。 

 例えば、私どもがこうやって話をしている議会、会議録の作成については、テープ起こしを

していただいて、印刷をするわけです。これを今は最初から最後まで１社さんにお願いをして

おりますが、例えばこれをテープ起こしをその部分だけを個人事業主の方々にお願いをする、

地場にもできる方はいっぱいおられるわけですよ。例えば、身体障がいがあって、外には出ら

れないんだけれど、家でテープ起こしはできるんだよという方もおられるわけです。 

 そういったことも含めて、ソーホーに対する支援、今、ここの費目だけで考えるのではなく

て、飯塚市の発注している仕事をどうにかしてそのように向けるか、そういった部分も含めて

考えていただきたいということをお願いをして、質問を終わります。 

○ 委員長   

 次に、楡井委員の５費目について、連続の質疑を許します。 

○ 楡井委員   

 よろしくお願いいたします。 

 まず、１１９ページから１２２ページ、資料でいえば１５ページ、１６ページですか、それ

から２７ページから３５ページ等についてお聞きいたしたいと思います。人権同和推進費であ



ります。 

 初めに、昨年の予算委員会、決算委員会、そしてまた今年の予算委員会等で、いろいろ人権

同和推進対策事業推進費の問題について、いろいろ議論もしてまいりました。その結果、いろ

いろ問題点も浮かび上がってきていると思います。この１年間、どういうような点に気をつけ

ながら業務を推進してこられたのか、この点からまずお聞きしたいと思います。 

○ 人権同和推進課長   

 昨年の平成１８年度の決算におきましても、また２０年度の当初予算につきましても、いろ

いろ運動体等の会計処理につきましてはいろいろ御指摘を受けまして、運動体とも十分協議し

ながら、補助金等の適正化に向けて努力してまいっております。 

○ 楡井委員   

 人権同和推進費全体の評価ということをお聞きしたいわけですが、これから具体的に入って

いきますので、その点で答弁をしてください。 

 まず、人権同和推進費の中の人権同和対策事業、これは決算総括表というのがありますから、

これを見ながらするとわかりやすいと思いますけれども、人権同和対策事業決算総括表に関し

てお尋ねしますが、人権同和推進費の中で、まず賃金というのがございます。２,５７４万５千

円ということですが、この内容を説明してください。 

○ 人権同和推進課長   

 賃金２,５７４万５千円の内訳ということでございます。賃金につきましては、まず嘱託賃金、

それと臨時職員の賃金、それと作業員賃金の３つからなっております。まず、嘱託賃金につき

ましては、嘱託職員、人権同和推進課の１名、それに立岩会館に２名、伊岐須会館に２名、穂

波人権啓発センターに３名、筑穂の人権啓発センターに１名、計９名分２,１９３万３,５０６

円、また臨時賃金につきましては、筑穂人権啓発センターの臨時職２名分３１６万７,１２０円、

それと作業員賃金でございますが、作業員賃金につきましては、各施設の雑木等の伐採、それ

に草木の剪定、それに草刈り、そういうものとして作業員賃金を払ったものでございますが、

延べ７２名分６４万４,２００円、計の賃金合計２,５７４万４,８２６円というふうになってお

ります。 

○ 楡井委員   

 主には、賃金ということ、人件費９人分ということですけど、これは先ほど人事課のほうか

ら御報告いただいた伊岐須会館、そのような４つの施設、人権啓発センター、そういうところ

の人数と合致するんじゃないかと思うんですが、次に同和団体の補助金というのが５,６８６万

円ですか、これがありますが、その支出先、それからそれぞれの組織の構成人員等についてお

聞かせ願いたいと思います。 

○ 人権同和推進課長   

 同和団体の補助金及び構成人員でございます。まず、団体、飯塚市協議会、これが補助金が

１,２３３万円で、会員数３３９名でございます。嘉穂山田地区協議会、ここへの補助金が９３

０万８千円でございます。穂波町協議会、これが８０１万９千円、２８０名でございます。筑

穂町協議会、これが１,３０５万円、３５８人でございます。庄内町協議会、これが４０５万円、

６３人でございます。頴田町協議会、これが３９２万９千円、１０７名でございます。それで、

４町協合計が８０８人になっております。解放同盟全体で申しますと、補助額が５,０６８万６

千円、会員数が１,１４７人でございます。 

 また、同和会でございます。同和会が４７９万８千円で、１２０名となっております。 

○ 楡井委員   

 それでは次に、人権同和対策事業費の中で人権同和推進費、この占める割合はどうなってお

りますか。 

○ 人権同和推進課長   



 人権同和推進費の歳出合計は１億７,７８３万１千円でございまして、全体に占める割合は５

３.１％でございます。 

○ 楡井委員   

 それでは次に、人権同和対策事業費歳出合計中、一般財源の割合、これはどうなっています

か。 

○ 人権同和推進課長   

 約８５％でございます。 

○ 楡井委員   

 ８５％ですね。それで、結局３億３,４８７万７千円、これが人権同和推進費全体の比率、そ

の中で一般財源の分が２億８,２９２万円余りで８５％と、こういう数字だと思います。結局、

歳入合計は５,１９４万９千円となっていて、県のほうからの支出が５,０１９万６千円、あと

１７５万３千円程度は使用料、それから返還金等ということになると思うんですが、そういう

理解でいいですか。 

○ 人権同和推進課長   

 そのとおりでございます。 

○ 楡井委員   

 それでは続いて、同和団体の補助金についてお聞きいたしていきたいと思います。同和団体

の決算書を関連させながらお尋ねいたしますので、資料でいえば２７から３５ページというこ

とになると思います。 

 まず、飯塚市協の会費、これは月額幾らでしょうか。 

○ 人権同和推進課長   

 今、決算のほうに入りましたけど、１カ所訂正がございますので、訂正方よろしくお願いし

ます。資料の３２ページをよろしくお願いします。よろしいでしょうか。それの筑穂町協議会

の決算書でございますが、歳入の部、それの右側の決算額の欄でございます。欄間違いがござ

いまして、借入金の決算額「１８７万７,５５０円」となっておりますが、これ「３００万円」

の誤りでございます。同じく、会費につきましては「３５万８千円」となっておりますが、「１

８７万７,５５０円」の誤りでございます。その下、カンパ、その他の欄でございますが、ここ

につきましては「３００万円」と上がっておりますが、「３５万８千円」の誤りでございます。

訂正とおわびを申し上げます。 

 では、御答弁いたします。 

 飯塚市協の会費につきましては月額１千円となっております。 

○ 楡井委員   

 今、資料の訂正がありましたよね。これは、今初めて訂正されるんですかね。私は事前にい

ろいろお話しさせていただいたんで、その誤りは訂正させてもらってます。これ、もし、この

ことを知らないままに、また皆さん、今初めて聞かれた状況ですよね。これを知らないままに

質問したら、大変な、こっち側が恥かくような状況が生まれる内容なんですよ。後から、また

触れますけど。これは、いつ気がつかれたんですかね。気がつかれた時点で、なぜ資料の訂正

を議員のほうにされなかったんですかね。これは大変なことだと思うんですよね、委員長。 

○ 人権同和推進課長   

 合計欄につきましてはチェックいたしておりましたけど、二、三日前、再度、項目欄をもう

一度再確認した段階で発見いたしまして、すぐ議員にお知らせいたしたということでございま

す。申しわけありませんでした。 

○ 楡井委員   

 私は事前に聞いて、質問の文章も見てもらってたら、この間違いがわかったわけですよね。

それを知らんままに質問しよったら、赤恥かかないかんような状況に今なってるんですよ。大



変困りますね、数字の間違いの訂正は。 

 それで今、飯塚市協の会費は月額１千円という答弁をいただきまして、その点から、また質

問はもとに戻りますが。それでは、嘉山地協の収入中、会費収入が４３６万３,２００円とこう

いうふうにあります。４つの町協が集めた会費が同額になっているわけですね。そうすると町

協が集めた会費は、全額、嘉山地協に納めなければならないというシステムになってるんです

か。 

○ 人権同和推進課長   

 はい、そのとおりでございます。 

○ 楡井委員   

 筑穂町協は──そうなりますと先ほどの数字が出てくるんですけども──年間に１８７万７,

５５０円しか会費を集めていません。ところが、町協に納めた金額は１９３万３,２００円とこ

うなっています。したがって、その差額の財源は何でしょうか。それから、同町協の会費、月

額幾らでしょうか。 

○ 人権同和推進課長   

 今御指摘を受けました不足分についてでございます。不足分につきましては５万５,６５０円

でございますが、これにつきましてはカンパその他の自主財源資金から捻出しております。な

お、筑穂町協の会費につきましては月額４５０円でございます。 

○ 楡井委員   

 そうすると会費に、町協と市協に差があるですね。そのことは確認しておきます。 

 そうすると、次に移ります。嘉山地協の歳出の中で交付金という金額が欄外にあります、項

目が。交付金ということで言えば下部におろすということになりますから、当然、町協に渡す

んじゃないかというふうに思います。２,９０４万７,５００円というのが支出されております

が、この各町協の歳入の欄には交付金歳入という受け入れ項目がないんですよね。この説明を

お願いします。 

○ 人権同和推進課長   

 嘉山地協及び４町協への補助金交付窓口を平成１８年度より嘉山地協に窓口を一本化し、嘉

山地協及び４町協の補助金を一括して嘉山地協に交付しております。嘉山地協に振り込まれた

補助金につきましては、嘉山地協より交付金として各町協に分配し、各町協はそれを活動費と

して使用しております。ここでいう交付金と補助金は同一のものであり、嘉山地協と各町協の

認識の違いにより異なった記載をいたしております。 

○ 楡井委員   

 嘉山地協のほうからの交付金が、受け入れ側には補助金という項目になっているということ

ですから、これは決算書上、どっちかにきちんと統一せないかんのじゃないかと思うんですね。

それで市協に交付金を支出するための規約もしくは規定、そういうのがきちんとあるんですか。 

○ 人権同和推進課長   

 交付金支出に伴う規約、規定等はございません。 

○ 楡井委員   

 先ほどの質問で課長の答弁は、それぞれの金額を嘉山地協、町協等に支出したというような

御答弁がありましたけど、今の答弁は嘉山地協に渡して嘉山地協が交付するというような答弁

ですね。どちらが正しいんでしょうかね。 

○ 人権同和推進課長   

 嘉山地協を窓口として、一括して交付いたしております。 

○ 楡井委員   

 そうすると嘉山地協に一括して渡すわけですが、その金額を決めるのは嘉山地協ですか、行

政ですか。 



○ 人権同和推進課長   

 それぞれの町協に配分する分につきましては、行政のほうで判断いたしております。 

○ 楡井委員   

 規定がないから当然だと思いますけども、それならそれで、やはり町協にそういう仕事をさ

せずに、きちんとせないかんのやないかというふうには思います。 

 これには後ほど質問が出てきますけど、各団体によって──人数は先ほど聞きましたけど─

─人数による補助金支給額、これがばらばらなんですよね。一人幾らというような形できちん

と決めてない。会費は１人４５０円とか１千円とかとなってますけど、補助金の金額は、そう

いう意味では決まってないことは、まず指摘しておきますが。 

 次に、飯塚市協の歳出には負担金として、会費の４２.５％に当たるんじゃないかと思います

が１７２万８千円が県連のほうへ上納されております。嘉山地協の歳出の中には負担金という

のはありますけれども、県連に上納されたものかどうかわかりませんが、そういう県連への上

納という項目がないんですけれども、この内容はどうですか。 

○ 人権同和推進課長   

 嘉山地協の歳出の８の負担金の中に同盟会費というものがございますが、これが県連会費と

なっております。同じ名目であっても、飯塚市協と嘉山地協の予算書の費目の記載には若干の

違いがございます。 

○ 楡井委員   

 負担金中、同盟会費がそれに当たると今説明にあったですね。とすると、県のほうへ全額上

納されている金額は、先ほど言いました４３６万３,２００円とこういうふうになるわけですね。

そうすると、会員の方たちというふうに言っていいんですか、同盟の方たちから集めた会費が、

町協にも残らない、市協にも残らない、全額、県に上がってしまうと、こういう理屈になると

いうふうに思います。したがって、町協、地協の活動費は全額補助金というようなことになる

んでしょうか。若干カンパ等がありますからということですが、どんなふうですか。 

○ 人権同和推進課長   

 集められた会費の中には、飯塚市協のように月額千円のところがございます。この千円につ

きましては県連に上がる分、嘉山を通して上がる分につきましては４５０円でありまして、そ

の差額の５５０円は自己資金というふうになっております。４５０円分が、すべて嘉山地協を

通して県連へ上がるというふうになっております。 

○ 楡井委員   

 そうなると、嘉山地協なりそこそこの町協の自主財源というのは、主にはカンパという欄に

しか該当しない状況になるんじゃないかというふうに思います。それで、そういう意味での自

主財源といいますか、同盟自身の、町協、地協の自主財源はそういうことになるんじゃないか

というふうに思います。 

 それで、その一部分として借入金というのが、それぞれあるというふうには思うんですが、

この借入金も年度内に全額返されておりますから、これが独自財源というふうには当たらない

んじゃないか。一時的に回ったとは思いますけども。そういう意味では、独自財源の比率が非

常に低いということをここでは指摘しておきたいというふうに思います。 

 それから、先ほど言いました町協への１人当たりの補助金の金額ですね、これが随分違うん

ですね。穂波に対しては２万８,６３９円、１人当たりに直しますと。それから、筑穂の町協─

─今、町協って言っていいんですかね──町協には３万６,４５２円５１銭云々とこうなります。

庄内へは６万４,２８５円７１銭云々とこうなります。それから、頴田町へは３万６,７１４円

９５銭云々と端数がずっとつながります。こういうふうに比率といいますかね、各町協によっ

て金額が違うということは、これまでも何度も指摘してきて改善を要求してきました。しかし、

今もって直らないという状況になっています。なぜ、こんなふうなアンバランスな数字になる



のか。皆さん方が言われる行政の補完活動にこれだけ差があるのかどうかね、その点お聞かせ

願いたいと思います。 

○ 人権同和推進課長   

 補助金の算出につきましては、特に会員の運営費用の何％といったものを根拠にしているも

のではありません。補助金は、前にも申しましたように行政の補完業務ということで交付を行

っているものでございます。補助金額については団体の年間事業計画、事業実績等のボリュー

ム等も参考にさせていただいております。 

○ 楡井委員   

 今まで行政の補完業務というふうに説明があります。だから、私も聞いたんですよね。これ

は今までずっと言われてきたことですから。補完業務の内容に、穂波と庄内と頴田、それなり

に差があるんかと。そうないんじゃないかと思うんですよね。そうすると、この支出の根拠が

わからないということになると思います。 

 それから、さらに地協の活動で言えば、直接、市民の方たちと接触するチャンスは非常に少

ないんじゃないか。町協への指導を通して、そういうことだというふうには思うんですけれど

も、そういう意味で行政の補完業務に差があるということではないというふうに思うんですけ

ども、実際の金額には大きく差があるということが一向に是正されない。この比率は、ずっと

この何年間、変わってきてないんじゃないかと思うんですけれども、最近この比率に差が出て

きておりますか。例えば穂波で言えば２万８千幾らというのは、ほとんど今まで変わってない

というふうに思います、穂波町の時代からですね。いかがですか。 

○ 人権同和推進課長   

 御指摘のように、変わっておりません。 

○ 楡井委員   

 次に、全日本同和会のほうの決算書にも少し触れさせていただきます。会員１２０人という

ふうにありますけど、これはもう既に平成１９年度から、それぞれの町協といいますか、各自

治体支部が配置になって飯塚市一本になったということなんでしょう。それぞれの町別に、旧

町別ですね、支所別に、会員さんの分布状況、これどうなっているか、ちょっと教えてくださ

い。１２０人の中身ですね。 

○ 人権同和推進課長   

 各地区の会員数は、筑穂は６３名、穂波が８名、頴田が４９名、合計で１２０名となってお

ります。 

○ 楡井委員   

 この全日本同和会の会費を、後ほど答弁していただきたいと思います。 

 それにもう一つ、１８年までは「嘉穂郡」の「嘉」と「鞍手郡」の「鞍」と書いて「嘉鞍」

ちゅうんですかね、ちょっと言いにくいんですけど。そういう地協があって、そこにも補助金

を出していましたね。これはどうなったんですか。今度の決算書にはありません。 

○ 人権同和推進課長   

 嘉鞍地協への補助金は平成１９年度より廃止しております。 

○ 楡井委員   

 全日本同和会の地協の分は全額カットしたと、こういうことだと思います。 

 それから、全日本同和会の飯塚市協には補助金が４７９万７,９００円とこういうことになっ

ておりますが、これを１人当たりにすると３万９,９８２円５０銭となって、ほぼ４万円という

ことになりますけど、これも先ほど言った差がそのまま残っているわけですね。先ほどの解放

同盟のほうへの補助金の差が、そのままが出てます。これについても、当然あれがないという

ことなんでしょうけども、そういうことでいいですか。 

○ 人権同和推進課長   



 先ほど部落解放同盟のときにお答えいたしましたが、部落解放同盟と同様に補助金の算出基

準はございません。 

○ 楡井委員   

 じゃあ、解放同盟並びに全日本同和会の金額のことについて確認をいたします。つまり、補

完業務というふうに言われているけれども、この金額支出の基準は補完業務の濃い薄いではな

いというふうに理解しますが、そういうことでいいですか。 

○ 人権同和推進課長   

 補助金の算出につきましては先ほど申し上げましたが、同盟のときに御答弁いたしましたが、

特に会員の多少、運営費用の何％とかいったものを根拠にしているものではございませんで、

補助金は、前にも言ったように行政の補完業務ということで交付しているものでございます。

補助金額についても、団体の年間事業実績等のボリューム等も参考にさせていただいて支払っ

ております。 

○ 楡井委員   

 押し問答をしてもしようがありませんから。決算で、もうお金は使われたわけですから。要

望しておきたいんですが、１つは、独自財源を引き上げるように指導というんですか、行政の

ほうからも、ぜひ働きかけてください。飯塚市協は４５％上納して５５％ぐらいを市協が使う

ということになっているわけですよね。こういうふうなことを、今度は当然──一本化されま

したんでね、平成２０年度は。ぜひ、この際、そういうやつを指導なりしていただきたい。自

主財源を引き上げなければ、この団体は消えていくんじゃないかちゅう気もせんでもないんで

すよ。つまり、年々補助金が減っていってますからね、組織が維持できないという形になりは

しないか。それでいくと、当然、自主財源の増加比率をということになるのかもしれませんけ

れども。今おっしゃられたように、補完業務の濃い薄いが補助金の濃い薄いじゃないというこ

とも言われましたので、そういう意味では、ぜひ──よその団体のことをいろいろ言うわけに

はいきませんけども──行革という立場から見ても、やはり自主財源をふやしてもらって、補

助金を下げてもらうというふうにしなきゃならんのじゃないかというふうに思います。 

 もう一、二点、ちょっと聞かせていただきたいんですが。解放同盟もそうだと思いますし全

日本同和会もそうだと思うんですけれども、やはり運動の目的の１つに部落の完全解放という

のが掲げられているんじゃないかと思うんですね。そういう意味では、地協段階では人権確立

闘争費という項目があるんですけれども、ここが全然、予算化されていないというのは、部落

の完全解放という運動の目的から見て、おかしいんじゃないかというふうに思うわけですね。 

 また、全然初めから予算化されてないという──全部がということじゃありませんが──穂

波町協でしたか、一度は予算化したんですけども、減額補正してゼロにしています。結果的に

は、決算では人権確立闘争費というのが、どの団体もゼロになっているということなんですね。

そういう意味では、この運動と合致しないという補助金、支出の際の申請書のチェック、これ

はどうなっているかということについてお聞きしたいと思うんです。 

○ 人権同和推進課長   

 狭山関係の闘争費、あるいは人権確立闘争費におきましては、各町協ごとの活動ではなく嘉

山地協が取りまとめて活動を行っておりますので、嘉山地協に一括して計上してございます。 

○ 楡井委員   

 今、狭山闘争に使ったというふうにおっしゃられたようですが、いいですか、そのままで。

いいですね。はい。 

 狭山闘争は、現在、裁判で係争中なんですよ。まだ、はっきり結論が出ていない。そういう

活動に公的資金であるところの税金を組み込むということは、これは行政が司法にちょっかい

出すと──ちょっと言葉は悪いんですが──そういうことになるおそれのある発言ですよ、今

のはね。どうですか。 



○ 人権同和推進課長   

 ただいま御説明いたしました闘争費につきましては、自主財源ですべて賄われております。 

○ 楡井委員   

 その闘争費、自主財源、間違いありませんね。 

○ 人権同和推進課長   

 はい、間違いございません。 

○ 楡井委員   

 それでは、最後といいますか、締めくくりにしたいと思います。この解放同盟の地協や町協、

さらには全日本同和会の市協ですね。今まで指摘をしましたように、５つの組織とも自主財源

が非常に少ないという問題があると思います。そこで、結果としても余剰金が出てるんですよ

ね。この余剰金、嘉山地協、４つの地協、さらには全日本同和会、それぞれ幾らありますか。 

○ 人権同和推進課長   

 各団体の余剰金でございますが、まず飯塚市協４４万４,２３７円、嘉山地協１２０万５９３

円、穂波町協１万３,３５２円、筑穂町協３万１,８４９円、庄内町協６４万７,１３５円、頴田

町協１３万８,３４５円で解放同盟合計が２５０万５,５１１円。全日本同和会が２０万７,３９

５円でございます。 

○ 楡井委員   

 結局、２５０万円と２０万円ぐらいですか、２７０万円ぐらい。これは飯塚市協は自主財源

が多くて残りが４４万４千円ぐらいありますけど、これは自主財源の残りというふうに、無理

して見れば見れんことはないというふうに思うんです。 

 ところが、ずっと指摘してきましたように嘉山地協、それから４つの町協、そして全日本同

和会、これは自主財源がそっくりそのまま上納されるんで、ほとんどの活動費が市からの補助

金ということになるわけですよね。それが余った。これはやっぱり交付金として活動に、補助

するために渡したわけですから、その活動の範囲を超えた補助金は返してもらうべきじゃない

かというふうに思うわけですね。ぜひ、これは検討──今後の課題ということも含めて、税金

を私物化する、余った税金を私物化するということは許されないというふうに思います。市長

を先頭に、ぜひ──市長も前回の答弁では、不都合なところがあれば検討してただすとそうい

う趣旨の答弁があっておると思いますので、この点、私としては大いに疑問の残る問題だとい

うふうに思いますので、ぜひ検討していただいて、近々検討されるであろう平成２１年度の予

算については大いに反映させていただきたいということを要請して終わります。 

○ 委員長   

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：０３ 

再 開 １３：００ 

 それでは、皆さん方に引き続き委員会審議の迅速化、明確な質疑、そして応答ということで、

御協力方よろしく、重ねてお願いをいたしておきます。 

 それでは、委員会を再開いたします。 

 引き続き楡井委員の質疑を許します。 

○ 楡井委員   

 それでは、ページ数では１２２ページ、資料では２２ページから２５ページ、人権擁護委員

会協議会補助金に関連してお聞かせ願いたいと思います。資料の１７ページに、いろいろ部会

その他が列挙されております。このうち同和部会並びに高齢者部会、この部会のメンバー、そ

れから会議が３回ずつほど行われているんじゃないかと思うんですけども、その内容について

御報告願いたいと思います。 

○ 人権同和推進課長   



 それぞれ部会がございますが、専門部会は飯塚人権擁護委員協議会会則２４条に、本会に同

和問題専門部会、高齢者問題専門部会、男女共同参画社会推進部会及び子どもの人権専門部会

を設けるとなっておりまして、専門部会委員は各地区人権擁護委員の互選により、いずれかの

専門部会に所属することになっております。同和問題専門部会については同和問題に関する効

果的な啓発活動を行うとともに、部会員相互の資質向上を図る目的で平成１９年度中に３回の

部会及び発表会が開催されております。 

 また、高齢者問題専門部会については高齢者に関する効果的な啓発活動を行うとともに、部

会員相互の資質向上を図る目的で平成１９年度中に部会及び発表会のほか、特別養護老人ホー

ム筑穂桜の園において特設相談を開設するなどの活動が行われております。 

○ 楡井委員   

 メンバーとか部会の内容を聞いたんですね。今言われた程度は、ここに書いてあることでわ

かります。それで、このメンバー、その他会議の内容、どういうことが話し合われたかという

ような記録はございますか。 

○ 人権同和推進課長   

 これは法務局が所管している事業でございまして、今、委員のお手元にある資料以上のこと

は把握できません。 

○ 楡井委員   

 それでは法務省ですか、法務局ですか、そこに行ったらあるんですかね。 

○ 人権同和推進課長   

 この点につきまして、あらかじめ法務局に確認いたしましたけど、ここで資料として上がっ

ている以上のものは把握できていないということで言われましたので、この分だけです。 

○ 楡井委員   

 そうすると、協議会の補助金を出しているわけですよね。そういう意味では、仕事をした結

果が全然記録としても残らないということでは、この補助金をすんなり認めていいのかなとい

うふうになるんじゃないですか。 

 それから、さらに進めますと平成１９年６月１日から、全国一斉特設相談所開設ということ

で市内の５カ所で行われている。そこで、今言った相談内容、これらもつかまれておりません

か。 

○ 人権同和推進課長   

 相談内容につきましては、ほとんどが近隣のトラブルに関する相談ということでなっており

ます。具体的には、近隣のトラブルは夫婦関係の暴力、隣人関係によるペット、騒音、そうい

ったものが上がっているというふうにお聞きしております。 

○ 楡井委員   

 この特設人権相談開設の結果、飯塚市関係では資料の２５ページですね、１８カ所行われて

おりますが、１８カ所のうち７カ所に９人の相談者が見えたという記録があります。このペー

ジ全体では３３回開催して、委員の出席は８４人あるんですけど、相談者の方は１０カ所に１

５人──嘉飯山全体で──という数字になると思います。そういう意味で、この人権相談開設

の意義がどこにあるのか。先ほど報告があったように部会の内容も検討されていないと。これ

は市の直接の、主催がやっていることじゃないからわかりませんというようなことでは、補助

金を出す根拠がなくなるんではないかというふうに思いますが、この相談所開設の活動につい

てどのように評価されているのか、再検討を求められるんじゃないかというふうに思いますが、

どうでしょうか。 

○ 人権同和推進課長   

 特設の相談所開設につきましては、事前に市報等で市としてもＰＲいたしておりますが、今

回平成１９年度の市内１８カ所での相談に関しましては、ほとんどが先ほど申しましたように



近隣のトラブルに関する相談で、議員御指摘のように件数も非常に少ないのが現状でございま

す。この事業は国の事業でありまして、市の判断だけで中止等の結論は出せないものと考えて

おります。 

 また、人権擁護委員は相談事業だけでなく人権に関する啓発なども行っておりますので、こ

の点御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

○ 楡井委員   

 私は、これをやめてしまえちゅうわけじゃないんですよね。やっぱり続けていって、こうい

う問題をどんどん解決していかないかん。そういう意味では、せっかく開催するのに、参加者

がこれだけじゃ当初の目的が達成できないんじゃないか。また補助金の重みが軽くなってしま

うんじゃないかというふうなことを思いますもんで、もっと広報なりしっかりやってもらって

充実させていただくようにお願いしたいというふうに思います。したがって、評価の問題あた

りをきちんとして、法務省にも要求して、話し合いの内容だとか活動の内容だとか相談の件数

の具体的な内容だとか、それに対してどう手を打ったかというようなことまで含めて、きちん

と掌握してもらうように要請してください。 

 それから、資料の２４ページに戻りまして、ページの下から２つ目の行事名と内容というよ

うなことがありますね。ここに人権交流フェスティバルというのが、これは平成１９年１２月

２日に行われています。そのときのチラシがこれだというふうに思うんで、これ間違いないで

すね。この内容なんですけれど、これがフェスティバルの主催がどこかというのが、この資料

ではちぐはぐなんじゃないかと思うんですね。この資料の２４ページには、筑豊地域人権啓発

活動ネットワーク協議会が主催した啓発活動とこういうふうな形になってるんですね。こっち

のチラシのほうは、もちろん飯塚市もそうですけど、飯塚市、嘉麻市、桂川町、それぞれの教

育委員会というようなところが実行委員会をつくってやっているわけですよね。これは、そう

いう意味では記載間違いなんですかね。それとも、どっちかがわざと間違えているのか、この

点についてはどうでしょうか。 

○ 人権同和教育課長   

 この件に関しましては人権同和教育課から御答弁を申し上げます。この資料の２４ページの

件につきましては人権擁護委員さんの活動状況でございまして、なぜ、この事業がここで主催

となっているのかに関しましては私のほうではわかりかねますが、このフェスティバルの主催

はどこかとの御質問でございます。 

 若干、本事業の内容や経過につきまして御説明をいたします。この事業につきましては、国、

法務省が県に対し委託した事業でございまして、去る平成１９年４月２日、県に対し、福岡県

人権啓発活動再委託事業の受託の申し入れを本市が行いまして、県の再委託事業を受託したも

のでございます。 

 また、この事業の受託の窓口は県でございますが、もともと国、法務省の地域人権啓発活動

活性化事業でございまして、その趣旨が同一の生活圏を有する地域、要は広域を対象とした事

業であることから、今回で申し上げれば、先ほど言いました２市１町、嘉麻市、飯塚市、桂川

町の地域を対象とした事業であったことや、また県の指導等もあったことなどから、これらの

事業経費につきまして本市が２市１町を代表して県から受け入れた経過がございました。その

後に２市１町で人権啓発交流フェスティバル実行委員会を立ち上げまして、その実行委員会に

対し負担金として──これは決算書の２０６ページに記載をいたしておりますが──１２０万

円を拠出したものでございます。 

 したがいまして、お尋ねのフェスティバルの主催につきましては人権啓発交流フェスティバ

ル実行委員会でございます。 

○ 楡井委員   

 今のお話では、人権擁護委員会の活動のところの歳入とあれが違うかなと思うんですけれど



も、実際の仕事は、今御報告のあった人権同和教育課が行ったということなんでしょうかね、

大谷課長。このフェスティバルはおたくがやったという、人権擁護に関する資料はおたくから

出てきたんですけど、このフェスティバルの指導といいますか担当課は、おたくじゃなくて人

権同和教育課のほうですか。そうすると質問がちょっとしにくくなったんですけどね。 

 実際の活動の集約としては、この資料のように出てきている。実際、お金を使ったのは２０

６ページのほうだというふうなことなんですよね。我々としては、できるだけ質問をというよ

うなことですから、スムーズにとか行き違いのないようにとかいうことで苦労しているんです

けどね。そういう意味では、実際の仕事は実行委員会が人権同和教育のほうでやったというよ

うなことで理解をさせていただきたいというふうに思います。 

 これはいずれしても、今報告の中では１２０万円のお金を出したけども、ほとんどが県です

か、そっちのほうからの収入だと。自治体の負担はほとんどないと、市の負担はほとんどない

というように聞こえたんですけども、そういう理解でいいんですか、もう一度お願いします。 

○ 人権同和教育課長   

 事業の全体の事業総額につきましては１２０万円でございますが、１２０万５千円ほどかか

っております。その財源につきましてでございますが、この決算書の８８ページ、歳入の部分

で教育費委託金、社会教育費委託金、人権啓発活動事業委託金として、そのうち１１８万９千

円を受け入れております。また、その際不足いたします金額は１万６千円となりますが、２市

１町で、その部分の負担割合の算出根拠といたしまして、人口割により飯塚市が１万１千円、

嘉麻市が４千円、桂川町が１千円、それぞれ単費として実行委員会のほうへ拠出いたしておる

現状でございました。 

○ 楡井委員   

 そうすると、１２０万５千円かかったけども、１万６千円以外は全部県からの負担で計画が

スムーズに運営されたというようなことでありました。それで、自治体総ぐるみ、それから人

権擁護委員会、協議会、さらにはネットワーク協議会、その他法務局も含めて、県の教育筑豊

事務所、これも含めて、こういう包括的な団体がこれだけ広い嘉飯山ということで啓発活動、

これは人権ということでなっていますから、そういう啓発活動をやっておられるんだというふ

うに思います。財源もほとんど県持ちということになっておりますから、これは今後、この方

向で継続されていくのかどうか、さらにその中で行政の主体性が今後発揮されるかどうか、こ

の点についてはいかがですか。 

○ 人権同和教育課長   

 平成１９年度実施いたしました本事業につきまして、今後も継続していくかとの御質問でご

ざいますが、現在、本市におきましては財政状況が非常に圧迫し、また行財政改革に取り組ん

でいる最中でもあることや、地方自治法第２条１４項だったと思いますけれども、行政の事務

の処理に当たっては最小の経費で最大の効果を上げるようしなければならないとうたわれてお

りまして、自治法のそういった趣旨ともいえますこれらのことにかんがみますと、議員言われ

るように、広域で実施することにつきましては、私も効果的で、しかも意義のあることだとは

思いますけれども、継続することができることなら、可能であればやっていかなければならな

いと考えますが、しかし県の採択事業であります本事業につきまして、毎年継続して受託でき

るかどうかという問題や、嘉麻市、桂川町、あるいはほかの関係団体のこの事業に対する考え

方、動向などの課題等もございますので、そこらあたりも十分検討していかないかんと思いま

すので、前向きには検討したいと思いますが、そこら辺の課題等もありますので、研究はして

まいりたいというふうに考えております。 

○ 委員長   

 もう少し明確にまとめて答弁をお願いします。 

 続きまして、江口委員の質疑を許します。 



○ 江口委員   

 １２３ページ、徴税費についてでございます。税の納入方法についてなんですが、滞納者の

方々が税を納入しようとした場合に、やはり今は納付書で行っている部分もあるかと思うんで

すが、実際にそういった方々のお話を聞くと、昼間、一生懸命働いていて、銀行に行く時間が

とれないというお話を聞くことがございます。コンビニでの収納という部分が考えられないの

かというお話を聞くことがあるんですが、平成１９年度についてはそういった部分がなかった

かと思いますが、それは間違いないのかどうかが１点。 

 それと、そういった部分について、検討は現状においてどうなっているのかについてお聞か

せください。 

○ 納税課長   

 本市９月議会の一般質問で答弁させていただきましたが、住民サービスの一環として考えた

場合、大いに利便性の向上が図られるものと考えております。現在、飯塚市においては、水道

料金の徴収のみ導入されております。確かに、税の徴収に関して、コンビニ収納を導入すれば、

市民の皆様の利便性が向上するメリットはありますが、当初の導入経費のほか、手数料等のラ

ンニングコストが発生することなど、解決しなければならない課題も少なくないところでござ

います。このため、先進自治体の状況調査等を行うとともに、先だっても福岡市に出向きまし

て聞き取り調査等を行ったところ、福岡市でも住民サービスの一環としての導入であるとのこ

とで、導入の最大のメリットは市民の皆さんの利便性の向上であるとのことでございました。 

 しかしながら、先ほども申しましたように、導入に当たって解決すべき課題も多く、ある先

進自治体の報告書によれば、コンビニで納付する納税者は金融機関の窓口で納付していた人が

近隣のコンビニで納付しているものと思われ、直接徴収率の向上にはつながっておらず、徴収

率、納期内納付率が特別によくなったとは言えないとの報告もあっております。 

 このように、各自治体でさまざまな状況がございますが、住民サービスの向上と滞納防止と

いう観点から、導入について引き続き検討してまいりたいと考えております。 

○ 江口委員   

 納期内納付が向上するかという点については、私も同様に厳しいと思っています。一番やっ

ぱりやっていただきたいのは口座振替だと思いますし、それをきちんと伸ばしていくことが必

要だと思いますが、滞納の方々にとって、一生懸命働いて返そうと思われている方々にとって、

納入しやすい状況という部分もきちんとつくらなければならないと思っています。その点につ

いて努力をお願いしたいと思います。 

 それと、もう１点、滞納の方々が税を納めていきますよね。その処理方法なんですが、どう

いった形で、まずどの部分からお金を充当していくかという部分についてお聞かせいただけま

すか。 

○ 納税課長   

 滞納者の方から相談がある場合は、まず現年度のほうを優先して充当していき、それから過

年度の繰越分について充当していくように、その中で分割納付の相談があれば、無理のない分

割納付の相談をお互い協議して、受け入れる部分は受け入れております。 

○ 江口委員   

 そういった形で、現年度を優先しますと、不納欠損が確実に発生するということも考えられ

ると思います。ある意味、入れてないところから先に入れるということも考えていかないと、

つい不納欠損で処理する部分がふえてくるかと思います。税の公平性という部分から見て、ど

うなのかという部分がございますので、その点についてはきちんと検討をお願いしたいと思い

ます。 

 続きまして、１２７ページ、選挙費でございます。選挙事務について、昨年度は国政選挙が

あったわけですが、その際に選挙事務のスピードアップということについて事前にお願いをし



ておりました。その部分が、昨年度の国政選挙において、どのような形で取り組まれて、どの

ような成果を上げておられたのか、そしてまたどのような問題点がわかったのか、残ったのか、

その点についてお聞かせいただけますか。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 昨年度は、県知事・県議選挙と、それと参議院選挙とございました。このうち、お尋ねの開

票事務のスピードアップの取り組みについてでございますが、一応大きく分けまして４点ほど

工夫をした部分がございます。まず、１点目としましては開披分類台の分割、２点目としまし

ては開票自動読み取り分類機の導入、３点目としましては分類トレーの導入、それと４点目と

しましては投票効力審査係への人員配置といったような工夫をしたところでございます。 

 このうち、開披分類台の分割につきましては、分類台を分割することによりまして、多くの

事務従事者が開票台に取りつくことが可能となりまして、開披作業の時間が短縮されたという

ふうに考えております。 

 また、２点目の自動読み取り分類機の導入でございますが、参院選のほうで新たに１台導入

いたしまして、計３台で開票作業を行いました結果、これにつきましても開披分類作業につい

ては作業時間が短縮されたというふうに考えております。 

 ３点目の分類トレーの導入でございますが、これも参院選の特に比例区の開票分類作業にお

きまして、旧４町で使用しておりました分類トレーを導入したものでございますが、これにつ

きましては、分類について事前の説明が不足していたことや、あるいはトレーを置く場所の確

保がちょっとできなかったということで、これについては効果があったともなかったとも言え

ないような評価をちょっとしております。 

 最後の４点目の投票の効力審査係への人員配置でございますが、これにつきましては、経験

豊富な職員を選挙区、比例区、それぞれ６名、８名、配置いたしましたけども、特に比例区に

おきましては、個人名、政党名を両方記載するというようなことから、予想以上に疑問票が多

く発生いたしまして、時間がかかってしまったというような結果になっております。 

 特に、効力審査に関しまして、わかりやすい判断基準となるようなもの、例えば事例集とか

マニュアル、こういったものを十分準備しておりませんでしたものですから、基準の統一が思

うように図れず、結果的に開票分類計数事務については早くできたんですが、全体として開票

時間がおくれてしまったというような結果になっております。 

 これらの反省点を踏まえて、次回の選挙に際してどうするかということでございますが、効

力審査係の事務、ここを早くするのが一番の課題だというふうに考えております。したがいま

して、まず第１に、効力審査係のほうに大量の票が運搬されないようにすること、このために

自動読み取り機の読み取り不能分につきまして、これには読み取り不能分の分類係というのが

いるんですけども、ここである程度判断可能な票については効力審査をあらかじめ行って、効

力審査係のほうにたくさんの票が行かないようにするというような工夫をしたいというふうに

考えております。 

 また、２点目としましては、効力審査係のほうでの判断基準をきちっと平準化といいますか、

統一するために、マニュアル、あるいは予想される事例集、こういったものを準備するという

ようなことが重要であるというふうに考えております。次回の選挙に当たりましては、参院選

の反省をもとに、できるだけ開票のスピードアップを図りまして、長時間に及ぶ職員の負担を

軽減するとともに、経費の削減を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 なお、時間の短縮のほか、やはり開票事務の正確さというのが大変重要でございますので、

これにつきましても重要な課題でございますので、改めてそうした点もあわせて検討してまい

りたいと考えております。 

○ 江口委員   

 しっかりやりたいところですが、そうしましたら、まず参院選に実際に目標とした時間がど



のぐらいであって、現実としてどのぐらいで終わったのかが１点。 

 それと、他市町村等の事例で、聞いている範囲でも結構ですので、一番短いと言われる分に

ついて、どの程度で終わっている部分があるのかについてお聞かせいただけますか。 

 それと、あと次回、近々あるかもしれないと言われるわけですが、そこに関してどの程度の

時間で終わらせたいと思っておられるのか、お聞かせください。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 前回、前々回、県知事・県議の例でいいますと、こうした取組みによりまして、平成１５年

にございました選挙のときと比較しまして、県知事では４４分短縮されております。県議選で

は３２分短縮することができております。したがいまして、参院選でも３０分から４０分、あ

るいは１時間ぐらい短縮できるというような目標で取り組んだところでございました。 

 ただ、結果的に、先ほど申し上げましたように、効力審査のところで手間取りました結果、

参議院の選挙区のほうでは４１分のおくれ、それから参院選の比例のほうでは１時間３９分の

おくれが出ております。こうした点につきまして十分反省して、次回に臨んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

 それから、早かった市町村についてでございますが、これにつきましては、参院選のほうで

はちょっと持ち合わせておりませんけども、平成１９年４月８日の福島県議会議員の一般選挙

では、所要時間２２分という驚くようなスピードで開票事務が終わったという例がございます。

また、直方、田川、筑豊地区の各市の例で申しますと、中間、若宮が、これも県知事、県議の

ほうでございますが、１時間８分というような早さで終わっております。 

 ちなみに、飯塚市のほうは１時間５４分ということでございました。 

○ 江口委員   

 実際には、他市町村、他自治体では非常に早く終わっている分があるわけです。平成１９年

についてもそれを目指してやられたわけですが、現実としては数字としてはプラス４１分とプ

ラス１時間１９分という結果になっております。そのことをしっかり反省した上で、きちんと

やっていただきたい。 

 そのためにも、全体を見渡してきちんとどこがボトルネックになっているのかをきちんと把

握をしていただく、そしてそれに対してきちんと対処する。今回、効力審査に回す部分につい

て減らしたいというお話もございましたが、効力審査自体を、大幅に人員を投入する等々、い

ろんなやり方があるかと思っています。何をやってでも、きちんとスピードアップを図ること、

正確を期しながらスピードアップを図ることをやっていただきたいと思いますし、やはり費用

を減らすという点でも努力をお願いをしたいと思っております。 

○ 委員長   

 続きまして、八児委員の質疑を許します。 

○ 八児委員   

 すみません、同じような話なんですけども、ここで県知事選及び参議院選挙におけるタクシ

ー代の借上料が上がっておりますけども、３カ月ぐらいしか変わらないわけでありますけども、

金額が約１万円ぐらい違います。内容について教えていただけますか。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 選挙費の中のタクシー借上料でございますが、これにつきましては、投票終了後に投票管理

者と立会人が投票箱を開票所に運搬する際に利用する往復のタクシー代でございます。県知事、

県議の場合は、開票所が飯塚体育館と穂波体育館と２つに分かれておりました。参議院の場合

は、飯塚体育館の１カ所でございましたので、この差が金額の差になったものと思われます。 

 ただ、通常、経路につきましては、投票所から開票所までと、それから開票所から立会人の

方だけ御自宅に戻られるというような場合もございますし、自家用車を投票所に置いて開票所

のほうに来られたような場合は、再び投票所に戻るといったような経路もございます。 



 また、投票管理者が一緒に帰る場合は、開票所のほうで待ち時間がタクシー料金に加金され

るような場合がございますので、そういったことから金額が選挙ごとに多少変わってくるとい

うところがございます。 

○ 八児委員   

 すみません、それでタクシーを使わなくちゃいけないのかどうか、そこら辺についてはどう

でしょうか。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 やはり往復の事故等、そういったものも考えられますので、やはりタクシーで行くのが適当

ではないかというふうに考えております。 

○ 八児委員   

 わかりました。それで、実は私の言いたいところはもうちょっと先にありまして、実は江口

委員が全部言われましたので、本当に参議院のときにかなり時間がかかったんですよ。ベテラ

ンの職員がたくさんおられまして、最終的な計算ミスで全部最初から数え直したということが

本当は現状ではないかと、私は立会人をさせていただきましたので、そういうふうに思ってお

ります。 

 そういうことで、本当にしっかりとやって、この次の衆議院選挙は、帰ったときにはもう結

果が出ちょるということはちょっと私のほうもちょっと納得いかない部分がありますので、ぜ

ひ今言われたことで、しっかりとやっていただきたいというふうにお願いします。 

○ 委員長   

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 楡井委員   

 通告外で恐縮でありますが、よろしくお願いいたします。 

 １２５ページから１２６ページにかけて、賦課徴収費というのがあります。この中で、土地

評価システム開発委託料というのが出ております、２,６５６万７千円ですかね。この中身につ

いて御説明をしていただきたいというふうに思います。 

 これ説明を受ける過程で、このことが多分ほとんど初めてじゃないかと思うので、次の資料

をちょっと出していただけば助かると思うんですけども、委員長のほうでお願いしたいんです。 

 １つは、契約をするために、比較検討された優劣比較表といいますか、業者選定の上にあた

っての、それから起案書、それから多分随意契約ということになっていたんじゃないかと思う

ので、随意契約の伺い書といいますか理由書、これ平成１８年と１９年の、１８年は審査の対

象外なんですけど、一連の流れが３年にわたって行われる事業であるようでありますので、ひ

とつ以上３点を資料を出していただきたいと思うんですけども、委員長のほうでよろしくお取

り計らいください。お願いします。 

○ 委員長   

 執行部にお尋ねをいたします。ただいま楡井委員から要求があっております資料は提出でき

ますか。 

○ 課税課長   

 ただいま委員のほうから提出要求のありました資料につきましては、御用意させていただき

ます。 

○ 委員長   

 お諮りいたします。ただいま楡井委員から要求がありました資料については、要求すること

に御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

 暫時休憩いたします。 



休 憩 １３：４１ 

再 開 １３：４７ 

 楡井委員の質疑を許します。 

○ 楡井委員   

 資料をお出しいただきまして、ありがとうございます。 

 それで、資料を見てみますと、やはり随意契約になっておりまして、起案書には、当時、田

中部長以下印鑑がついてあります。それで、お聞きしたいのは、このシステムを導入する経過

等も資料の中では述べられておるんですけれども、このことについて簡単に述べていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○ 課税課長   

 システムにつきましては、当時、平成１８年、合併を前にいたしました合併協議会の税務分

科固定資産小委員会におきまして、旧穂波町、旧筑穂町において導入されておりましたシステ

ム、それから旧庄内町、旧頴田町に導入されていましたシステム、これはＧＩＳ九州でござい

ます、の２社に加え、別に新たに２社を加え、システムについて検討いたしております。各社

ともシステムデモを行い、基本的な性能におきましては各社とも十分に備えておりましたが、

ＧＩＳ九州がいろんな面でまさっているということから、同社を導入した経緯がございます。 

○ 楡井委員   

 契約をしましたＧＩＳ九州という会社と他の３社を比較したというのが資料にも出されてお

りまして、この結果だけを見れば、ＧＩＳ九州という会社のほうが一番すぐれているというこ

とで判断されたというふうに思います。 

 それで、ＧＩＳ九州と契約したのは、平成１８年も１９年も契約したというふうに理解をし

ていいわけですか。 

○ 課税課長   

 今、委員のおっしゃるとおりでございます。 

○ 楡井委員   

 ＧＩＳ九州という会社はどういう会社かということについては、どんなふうに理解されてお

りますでしょうか、御説明願いたいと思います。 

○ 課税課長   

 ＧＩＳ九州は、昭和６１年に設立されております。社員が６４名、この中には測量士１９名、

それから技術士、それから情報処理技術者等が含まれております。資本金５千万円ということ

で、会社的にも業務的にも、嘉飯山地区におきまして、先ほど申しましたとおり、庄内、頴田

地区には既に導入した経緯がございます。ということで、理解しております。 

○ 楡井委員   

 質問の趣旨が言い方も悪かったんでしょうけど、この会社は唐津市で汚職で社長が逮捕され

ているということは御存じありませんか。 

○ 課税課長   

 詳しくは存じませんが、新聞等の情報によりますと、当時の唐津市の総務部長、それから当

時のＧＩＳ九州の社長、それから仲介人であります不動産会社役員、この３人が共謀いたしま

して、ＧＩＳ九州以外の業者を指名から外そうという３人の打ち合わせを行いまして、予定価

格等を漏えいし、公正な入札妨害をしたと聞いております。 

○ 楡井委員   

 この会社は、その事件で３,０９３万円の仕事を９７０万円とかいう安い金額で競り落として、

そして仕事の内容はデジタル撮影というふうに指定されていたにもかかわらず、アナログ撮影、

そういうふうな仕事をして損害を与えていると。この損害に対して、住民の方からの損害賠償

請求が市のほうにも出されているというような事件なわけですね。 



 それで、さらに、なぜ私がこの問題を取り上げるかというと、第１回目に飯塚市が随契を結

んだ平成１８年５月２５日というふうに理解しておりますが、後でもし日にちが間違っていた

ら指摘してください。多分その日。その後に、今、課長御報告のあった３社が話し合いをして、

随契にしてもらいたいと、業者のほうとしては。その際、飯塚市のようにというような趣旨の

ことが発言があっているんですよね。部長さんは競争入札にしたいというような話なんですけ

ども、２人の業者の方は随契でということのために、飯塚市が平成１８年５月２５日に随契に

なったので、そういうような方向でやってもらいたいなということで、お金が渡ったり、そう

いう談合があったりという内容になっていると思うんです。そういう趣旨の内容については、

全然御存じありませんか。 

○ 課税課長   

 そういう内容については、把握しておりません。 

○ 楡井委員   

 これの結果、社長が逮捕されたことはもちろんですけど、唐津市はＧＩＳ九州というところ

を指名停止にしております。飯塚市はそういう措置はとっておりませんか。 

○ 契約課長   

 株式会社ＧＩＳ九州でございますけれども、本市の指名停止措置要項等に基づきまして、平

成２０年１月４日から１１月３日まで、１０カ月間の指名停止を行っておるところでございま

す。 

○ 楡井委員   

 それでは、質問を最後にいたしますけども、ＧＩＳ九州から随契でというような依頼活動と

いいますか、そういう働きかけは市のほうにはなかったでしょうか。先ほどいただいた資料に

よりますと、当時、印鑑をつかれている方で現在残っておられる方は加藤課長ぐらいでしょう

か。大変申しわけないんですが、あて名がこれは井上富士夫、今の事務局長に申請が行われて

おるということで、そういう意味では名前が出て気の毒いんですけども、田中部長がここには

おられませんけども、現在、再任用でどこかで働いておられるというふうにも聞いております

が、そこらあたりの調査を飯塚市としてはしていただきたいなと私は思うんですけども、いか

がでしょうか。 

○ 委員長   

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：５５ 

再 開 １３：５５ 

 委員会を再開いたします。 

○ 課税課長   

 委員のおっしゃるような働きかけ等は一切ございません。 

○ 委員長   

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 鯉川委員   

 質疑外通告でまことに恐縮なんでございますけども、１２７ページ、選挙費のところでちょ

っとお尋ねなり確認をさせていただきたいんですけども、我々議員が選挙をやるときは、投票

日には公民館なり小学校などに我々の名前が掲示されるわけですけども、農業委員の選挙のと

き、これ名前が、私、８年ぐらい前、今はどうなのか、ちょっとそれを確認したいんですけど

も、名前が掲示されてなかったので、議員になってすぐ、名前が掲示されてないから何とかで

きんやろうかと。うちもたまたま農業従事者で選挙権があったもので、おやじを連れていった

ときに、おやじがかなり高齢でぼけていたもので、投票する人の名前がわからなくて、上を向

いていたけども名前がなかったと。だれを入れたらいいとなということで私に聞かれたもんで、



だれだれさんですと言ったら、やかましゅう怒られました。 

 名前が掲示してない、選挙で、おかしいじゃないですかということで選挙管理委員会に言っ

て、担当が是正しますと言われて、その次の選挙のときもやっぱり名前は載ってなかった。今

現在、農業委員会のときに名前が掲示されてあるのかどうか、まずお尋ねしたいと思います。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 昨年度は農業委員会の選挙はなかったかと思いますが、その点につきましては後ほど確認い

たしまして、お答えさせていただきたいと思います。 

○ 鯉川委員   

 今現在は、名前を掲げるようになっているのか、掲げるようになってないのか、わからない

ということですか。以前、私が農業従事者で選挙に行っていたときには、名前は掲げてなかっ

た。それから変わったのか、変わってないのか、わからないとおっしゃっているんですか。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 すみません、後ほど、再確認いたしまして、御答弁させていただきたいと思います。 

○ 委員長   

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：５９ 

再 開 １４：０９ 

 委員会を再開いたします。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 投票所の氏名の掲示の件でございますが、法律としましては必ずしも必要ないということで

ございました。ただ、選挙管理委員会のほうの判断で、便宜上、氏名掲示をするのは差し支え

ないというようなことでございます。 

○ 鯉川委員   

 そげな質問をしてないでしょうが。今現在、前回はなかったと、一番直近であったやつは掲

示しておったのか、してなかったのかと聞いたんですよ。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 平成１４年７月７日が最後の直近の農業委員会の選挙でございますが、このときには掲示し

てございませんでした。 

○ 鯉川委員   

 掲示義務がないのは、私は知っております。知っておるけども、うちのおやじのように名前

を忘れた人とかもおるし、名前を掲示するのって、これは当たり前のことじゃないかと思うん

ですよ。要するに、選挙人に対しての親切、名前を掲げたらいかん理由というのは何かあるん

ですか。 

○ 選挙管理委員会事務局長   

 氏名を掲示しないでいいというようなことはございませんので、この点につきましては、次

回、前向きに検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○ 委員長   

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

 ほかに質疑はないようですから、第１款議会費及び第２款総務費についての質疑を終結いた

します。 

 


